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１．概要

 本資料は、加工施設の技術基準に関する規則「第６条 地震による損傷

の防止」及び「第 27 条 地震による損傷の防止」に関して、基本設計方

針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項に

ついて整理した結果を示すものである。

 整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施し

た。整理結果については、別紙に示す。

２．本資料の構成

 「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下のとおり構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開

別紙２で示した基本設計方針の展開事項の分類ごとに添付書類

の項目、記載事項を並べ替えることで添付書類の全体構成と項目

ごとの記載事項を整理する。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。

 別紙５：補足説明すべき項目の抽出

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを
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示す。
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別紙

4



ＭＯＸ燃料加工施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和４年２月16日　R９

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙1 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 1/17 4

別紙2 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 1/17 2 ※本別紙は地盤00-02、地震00-02統合した形式とする。

別紙3 基本設計方針の添付書類への展開 1/17 3 ※本別紙は地盤00-02、地震00-02統合した形式とする。

別紙4 添付書類の発電炉との比較 2/16 5

別紙5 補足すべき項目の抽出 1/17 1

別紙6 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 1/17 0

地震00-02　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（地震）】

別紙
備考

(1/1) 5



別紙４リスト 令和４年２月16日　R５

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙４－１ 耐震設計の基本方針 2/16 4

別紙４－２ 地盤の支持性能に係る基本方針

別紙４－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針 1/17 3 旧資料番号：別紙４－２

別紙４－４ 波及的影響に係る基本方針 1/17 3 旧資料番号：別紙４－３

別紙４－５ 地震応答解析の基本方針 1/17 3 旧資料番号：別紙４－４

別紙４－６ 設計用床応答曲線の作成方針 1/17 3 旧資料番号：別紙４－５

別紙４－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針 1/17 3 旧資料番号：別紙４－６

別紙４－８ 機能維持の方針 1/17 3 旧資料番号：別紙４－７

別紙４－９ 構造計画，材料選択上の留意点 1/17 3 旧資料番号：別紙４－８

別紙４－10 燃料加工建屋の地震応答計算書 2/14 1 旧資料番号：別紙４－９

別紙４－11 燃料加工建屋の耐震計算書 2/14 1 旧資料番号：別紙４－10

別紙４－12
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
　建物・構築物
　　建物

2/14 1 旧資料番号：別紙４－11

別紙４－13
一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果
　建物・構築物
　　建物

2/14 1 旧資料番号：別紙４－12

別紙４－14

隣接建屋に関する影響評価結果
　建物・構築物
　　建物
　　　燃料加工建屋の隣接建屋に関する影響評価結果

2/14 1 旧資料番号：別紙４－13

別紙４－15 基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による重大事故等対処の成立性確認の基本方針 2/14 1 旧資料番号：別紙４－14

別紙４－16 燃料加工建屋の基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対する耐震性評価結果 2/14 1 旧資料番号：別紙４－15

別紙
備考

(1/1) 6



令和４年２月 16 日 Ｒ５ 

別紙４－１ 

耐震設計の基本方針 

下線：

・プラントの違いによらない記載内容の差異

・章立ての違いによる記載位置の違いによる

差異

二重下線：

・プラント固有の事項による記載内容の差異

・後次回の申請範囲に伴う差異

破線下線：

・基本設計方針での後次回申請による差異

【凡例】 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(1／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
目 次 

1. 概要

2. 耐震設計の基本方針

2.1  基本方針 

2.2  適用規格 

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類

3.1  耐震重要度分類 

3.2  重大事故等対処施設の設備分類 

3.3  波及的影響に対する考慮 

4. 設計用地震力

4.1  地震力の算定方法 

4.2  設計用地震力 

5. 機能維持の基本方針

5.1  構造強度 

5.2  機能維持 

6. 構造計画と配置計画

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針

8. ダクティリティに関する考慮

9. 機器・配管系の支持方針について

10. 耐震計算の基本方針

10.1 建物・構築物

10.2 機器・配管系

11. 設計上の考慮事項

目 次 

1. 概要

2. 耐震設計の基本方針

2.1 基本方針

2.2 適用規格

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分類

3.1 耐震重要度分類

3.2 重大事故等対処施設の設備の分類

3.3 波及的影響に対する考慮

4. 設計用地震力

4.1 地震力の算定法

4.2 設計用地震力

5. 機能維持の基本方針

5.1 構造強度

5.2 機能維持

6. 構造計画と配置計画

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針

8. ダクティリティに関する考慮

9. 機器・配管系の支持方針について

10. 耐震計算の基本方針

10.1 建物・構築物

10.2 機器・配管系

10.3 土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物） 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(2／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 

第１章 共通項目 

2.地盤

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設は，耐震設計

上の重要度に応じた地震力が作用した場合においても当該安全

機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設置す

る。 

なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物

及び土木構造物の総称とする。 

2.1 安全機能を有する施設の地盤 

安全機能を有する施設のうち，地震の発生によって生じるお

それがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆

への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施設」とい

う。）及びそれらを支持する建物・構築物については，自重や運

転時の荷重等に加え，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれ

がある地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」という。）による地震力

が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を

有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用する

ことによって弱面上のずれが発生しない地盤として，事業（変

更）許可を受けた地盤に設置する。 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設以外の建物・構

築物については，自重や運転時の荷重等に加え，耐震重要度分

類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合におい

ても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置す

る。 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設を支持する建

物・構築物は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地

盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等

沈下，液状化及び揺すり込み沈下の周辺地盤の変状により，そ

の安全機能が損なわれるおそれがない地盤として，事業（変更）

許可を受けた地盤に設置する。 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設を支持する建

物・構築物は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない

地盤として，事業（変更）許可を受けた地盤に設置する。 

安全機能を有する施設のうち，Ｓクラスの施設及びそれらを

支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限

界については，自重や運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる

地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切

と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対

して，妥当な余裕を有することを確認する。 

また，上記のうちＳクラスの施設の建物・構築物にあっては，

自重や運転時の荷重等と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

又は静的地震力との組み合わせにより算定される接地圧につ

いて，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短

期許容支持力度を許容限界とする。 

 基本設計方針は元

の記載順で掲載し

ており，(5/77)ペ

ージの 3.1 地震に

よる損傷の防止と

添付書類の冒頭を

揃え，別紙 2及び

別紙 3に基づく添

付書類との関連部

分を都度再掲して

いる。2.地盤の内

容は(10/77)ページ

以降にて再掲。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(3／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 

安全機能を有する施設のうち，Ｂクラス及びＣクラスの施設

の地盤においては，自重や運転時の荷重等と，静的地震力及び

動的地震力（Ｂクラスの共振影響検討に係るもの）との組合せ

により算定される接地圧に対して，安全上適切と認められる規

格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とす

る。 

2.2 重大事故等対処施設の地盤 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設及びそれらを支持する建

物・構築物については，自重や運転時の荷重等に加え，基準地

震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対

する十分な支持性能を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用する

ことによって弱面上のずれが発生しない地盤として，事業（変

更）許可を受けた地盤に設置する。 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設については，自重や運転時の荷重等に加え，代替する機

能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類の

クラスに適用される地震力が作用した場合においても，接地圧

に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，地震発

生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並

びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺

すり込み沈下の周辺地盤の変状により，重大事故に至るおそれ

のある事故（設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重

大事故等」という。）に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがない地盤として，事業（変更）許可を受けた地盤に

設置する。 

常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，将来活

動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業（変

更）許可を受けた地盤に設置する。 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設の地盤の接地圧に対する

支持力の許容限界については，自重や運転時の荷重等と基準地

震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地

圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極

限支持力度に対して，妥当な余裕を有することを確認する。 

 基本設計方針は元

の記載順で掲載し

ており，(5/77)ペ

ージの 3.1 地震に

よる損傷の防止と

添付書類の冒頭を

揃え，別紙 2及び

別紙 3に基づく添

付書類との関連部

分を都度再掲して

いる。2.地盤の内

容は(10/77)ページ

以降にて再掲。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(4／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物及び機器・配管系の地盤においては，自

重や運転時の荷重等と，静的地震力及び動的地震力（Ｂクラス

の施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備の共振影響

検討に係るもの）との組合せにより算定される接地圧に対し

て，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期

許容支持力度を許容限界とする。 

 基本設計方針は元

の記載順で掲載し

ており，(5/77)ペ

ージの 3.1 地震に

よる損傷の防止と

添付書類の冒頭を

揃え，別紙 2及び

別紙 3に基づく添

付書類との関連部

分を都度再掲して

いる。2.地盤の内

容は(10/77)ページ

以降にて再掲。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(5／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
3. 自然現象等 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 耐震設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)耐震設計の基本方針 

耐震設計は，以下の項目に従って行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及

び土木構造物の総称とする。 

 

 

 

 

a．安全機能を有する施設 

(a)耐震重要施設は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれ

がある地震動（事業変更許可を受けた基準地震動（以下「基準

地震動Ｓｓ」という。））による地震力に対してその安全機能が

損なわれるおそれがない設計とする。 

 

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針 

 

1. 概要 

本資料は，MOX燃料加工施設の耐震設計が「加工施設の技術基準に関す

る規則」(以下「技術基準規則」という。)第五条及び第二十六条(地盤)，

第六条及び第二十七条(地震による損傷の防止)に適合することを説明す

るものである。 

 

 

なお，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地震動Ｓｓに

対して機能を保持するとしているものとして，第十一条及び第二十九条

（火災等による損傷の防止）に係る火災防護設備の耐震性については「Ⅲ

－４ 火災防護設備の耐震性に関する説明書」，第十二条（加工施設内にお

ける溢水による損傷の防止）に係る溢水防護の耐震性については「Ⅲ－５ 

溢水防護設備の耐震性に関する説明書」にて，それぞれの防護設備の申請

に合わせて次回以降に詳細を説明する。また，第三十条(重大事故等対処

設備)に係る地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性について

は「Ⅲ－６ 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関する

説明書」にて説明する。 

 

 

 

 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1  基本方針 

MOX燃料加工施設の耐震設計は，安全機能を有する施設については地震

により安全機能が損なわれるおそれがないこと，重大事故等対処施設につ

いては地震により重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故（以下

「重大事故等」という。）に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないことを目的とし，「技術基準規則」に適合する設計とする。 

 

 

 

 

なお，添付書類Ⅲにおける建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構

造物の総称とする。 

 

 

 

 

 

施設の設計にあたり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓ

ｄの概要を「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ

の概要」に示す。 

 

 

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要 

 

1. 概要 

本資料は，発電用原子炉施設の耐震設計が「実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準

規則」という。）第4 条及び第49 条（地盤）並びに第5 条及び

第50 条（地震による損傷の防止）に適合することを説明するも

のである。 

 

なお，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地

震動Ｓｓに対して機能を保持するとしているものとして，第 11

条及び第 52 条に係る火災防護設備の耐震性については添付書類

「Ⅴ-2-別添 1」に，第 12条に係る溢水防護に係る設備の耐震性

については添付書類「Ⅴ-2-別添 2」に，第 54 条に係る可搬型

重大事故等対処設備等の耐震性については添付書類「Ⅴ-2-別添

3」にて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

発電用原子炉施設の耐震設計は，設計基準対象施設について

は地震により安全機能が損なわれるおそれがないこと，重大事

故等対処施設については地震により重大事故に至るおそれがあ

る事故又は重大事故（以下「重大事故等」という。）に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的とし，

「技術基準規則」に適合する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄの概要を添付書類「Ⅴ-2-1-2基準地震動Ｓｓ及び

弾性設計用地震動Ｓｄの策定概要」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 火災防護設備，溢

水防護設備の影響

については，後次

回で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施

設に対する設計方

針については，安

全機能を有する施

設と項目を分けて

記載していること

から（13/77）ペー

ジ以降にて説明す

る。本資料

（11/77）ページま

での重大事故等対

処施設に関する発

電炉との記載の差

異理由は同様。 

 

 基本設計方針に合

わせた記載として

おり，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(6／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
 

【記載箇所：3.1.1（1）a．安全機能を有する施設に記載してい

る内容】 

 (c) （中略） 

また，Ｓクラスの安全機能を有する施設は，事業変更許可を

受けた弾性設計用地震動（以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」とい

う。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力

に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とす

る。 

 

 

【記載箇所：3.1.1（1）耐震設計の基本方針に記載している内

容】 

a．安全機能を有する施設 

(a)耐震重要施設は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれ

がある地震動（事業変更許可を受けた基準地震動（以下「基準

地震動Ｓｓ」という。））による地震力に対してその安全機能が

損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそ

れがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への

影響を防止する観点から，施設の安全機能が喪失した場合の影

響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて，Ｓ

クラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，それぞれの耐震重要

度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 安全機能を有する施設 

a. 地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失に起因

する放射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設(以下「耐

震重要施設」という。)は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそ

れがある地震動（事業変更許可を受けた基準地震動（以下「基準

地震動Ｓｓ」という。））による加速度によって作用する地震力に

対して，その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 安全機能を有する施設は，地震により発生するおそれがある安

全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止す

る観点から，各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な

程度(以下「耐震重要度」という。)に応じて，Ｓクラス，Ｂクラ

ス及びＣクラスに分類（以下「耐震重要度分類」という。）し，そ

れぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 設計基準対象施設のうち，地震により生ずるおそれがある

その安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の

程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）は，

その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれ

がある地震による加速度によって作用する地震力に対して，

その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

(2) 設計基準対象施設は，地震により発生するおそれがある安

全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び

周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに

続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，各施設

の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐

震重要度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣク

ラスに分類（以下「耐震重要度分類」という。）し，それぞれ

に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。 

 

重大事故等対処施設については，施設の各設備が有する重

大事故等時に対処するために必要な機能及び設置状態を踏ま

えて，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備及び可搬型重大事故等対処設備に耐震設計上の区分を分

類する。 

 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設

備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，上記に示す，代

替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要

度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることがで

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設

において，常設重

大事故緩和設備は

存在しないため，

記載しない。な

お，重大事故等対

処設備は(12/77)ペ

ージに比較結果を

示す。 

 

 事業変更許可申請

書において，敷地

に到達する津波は

ないこと，また耐

震重要施設又は常

設耐震重要重大事

故等対処施設の周

辺に崩壊を起こす

おそれのある斜面

がないことを記載

しているため，当

該事項に係る内容

は記載していな

い。 

 

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

(12/77)ページに比

較結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(7／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
本施設と常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設の両方に属する重大事故等対処施設については，基準

地震動Ｓｓによる地震力を適用するものとする。なお，特定

重大事故等対処施設に該当する施設は本申請の対象外であ

る。 

(3) 設計基準対象施設における建物・構築物及び土木構造物

（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）について

は，耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作

用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有す

る地盤に設置する。

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する

十分な支持力を有する地盤に設置する。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備が設置される重大事故等対処施設については，代替

する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度

分類のクラスに適用される地震力が作用した場合において

も，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

耐震重要施設については，地盤変状が生じた場合において

も，その安全機能が損なわれないよう，適切な対策を講ずる

設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設については，地盤変状が生

じた場合においても，重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないよう，適切な対策を講ずる設計

とする。 

また，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又

は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

は，その周辺地盤を強制的に液状化させることを仮定した場

合においても，支持機能及び構造健全性が確保される設計と

する。 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅴ-2-1-3 地盤

の支持性能に係る基本方針」に示す。 

(4) Ｓクラスの施設（(6)に記載のものを除く。）について，静

的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の

組合せで作用するものとする。

Ｓクラスの施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設につい

ては，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて

算定するものとする。 

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

(9/77)及び(13/77)

ページに比較結果

を示す。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

(9/77)及び(13/77)

ページに比較結果

を示す。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(8／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(c)Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

てその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

建物・構築物については，建物・構築物全体としての変

形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形

に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひ

ずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対

して，妥当な安全余裕を持たせることとする。 

機器・配管系については，その施設に要求される機能を

保持する設計とし，塑性ひずみが生じる場合であっても，

その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余

裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない，

また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答

に対してその設備に要求される機能を保持する設計とす

る。なお，動的機能が要求される機器については，当該機

器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究

等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超え

ていないことを確認する。 

また，Ｓクラスの施設は，事業変更許可を受けた弾性設

計用地震動（以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。）によ

る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に

対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計

とする。 
建物・構築物については，発生する応力に対して，建築

基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による

許容応力度を許容限界とする。 

機器・配管系については，応答が全体的におおむね弾

性状態に留まる設計とする。 

c. Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安

全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

建物・構築物については，建物・構築物全体としての変形能力

(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余

裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時

のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有する設計

とする。 

機器・配管系については，塑性ひずみが生じる場合であっても，

その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有

し，その施設の機能を保持できるように設計する。 

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，

当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このうち，動

的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理

等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなさ

れた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。 

また，Ｓクラスの施設は，事業変更許可を受けた弾性設計用地震

動（以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は静

的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態

に留まる範囲で耐える設計とする。 

建物・構築物については，発生する応力に対して，建築基準法等

の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容

限界とする。 

機器・配管系については，応答が全体的におおむね弾性状態に留

まる設計とする。 

(5) Ｓクラスの施設（(6)に記載のものを除く。）は，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が保持できる設計

とする。

建物・構築物については，構造物全体としての変形能力

（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有するように，

機器・配管系については，塑性ひずみが生じる場合であって

も，その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分

な余裕を有し，その施設の機能を保持できるように設計す

る。 

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，当該機器に要求される機能を維持する設計とする。こ

のうち，動的機能が要求される機器については，当該機器の

構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機

能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えないこと

を確認する。 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力

のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態にと

どまる範囲で耐える設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがない設計とする。建物・構築物について

は，構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に対

して十分な余裕を有するように，機器・配管系については，

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベル

にとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の

機能を保持できるように設計する。 

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，当該機器に要求される機能を維持する設計とする。こ

のうち，動的機能が要求される機器については，当該機器の

構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機

能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていない

ことを確認する。 

 （5/77）ページに

おける土木構造物

の取り扱いと同

様。

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。

 基本設計方針に合

わせた記載として

おり，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

(12/77）ページに

比較結果を示す。

15



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(9／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(d)Ｓクラスの施設については，静的地震力は，水平地震力

と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するも

のとする。

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み

合わせて算定するものとする。 

d. Ｓクラスの施設については，静的地震力は水平方向地震力と鉛

直方向地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとす

る。

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定

するものとする。 

【記載箇所：2.1 基本方針に記載している内容】 

(4) Ｓクラスの施設（(6)に記載のものを除く。）について，静

的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の

組合せで作用するものとする。

Ｓクラスの施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設につい

ては，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて

算定するものとする。 

(6) 屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置され

た建物・構築物は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，

それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計

とする。

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の土木構造物は，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等時に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

新設屋外重要土木構造物は，構造部材の曲げについては許

容応力度，構造部材のせん断については許容せん断応力度を

許容限界とするが，構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲

げについては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げにつ

いては終局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断につい

てはせん断耐力を許容限界とする場合もある。既設屋外重要

土木構造物の構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げにつ

いては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては

終局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断についてはせ

ん断耐力を許容限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限

界に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，それぞれ

安全余裕については各施設の機能要求等を踏まえ設定する。 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物

については，当該施設及び建物・構築物が構造全体として変

形能力（終局耐力時の変形）及び安定性について十分な余裕

を有するとともに，その施設に要求される機能が保持できる

ものとする。 

浸水防止設備及び津波監視設備については，その施設に要

求される機能が保持できるものとする。 

基準地震動Ｓｓによる地震力は，水平２方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算定するものとする。 

 （7/77）ページに

おける屋外重要土

木構造物の取り扱

いと同様。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

（13/77）ページに

比較結果を示す。

 MOX 燃料加工施設

においては，敷地

高さに津波が到達

しないことを事業

変更許可申請書に

おいて記載してお

り，該当はない。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

（55/77）ページに

比較結果を示す。

 MOX 燃料加工施設

においては，敷地

高さに津波が到達

しないことを事業

変更許可申請書に

おいて記載してお

り，該当はない。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(10／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(e)Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておお

むね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。ま

た，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設につ

いては，その影響についての検討を行う。その場合，検討

に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗

じたものとする。当該地震動による地震力は，水平2方向及

び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとす

る。

(f)耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設

の波及的影響によって，その安全機能が損なわれない設計

とする。

【記載箇所：2.地盤に記載している内容】 

2.地盤

2.1 安全機能を有する施設の地盤

安全機能を有する施設のうち，地震の発生によって生じるお

それがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆

への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施設」とい

う。）及びそれらを支持する建物・構築物については，自重や運

転時の荷重等に加え，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれ

がある地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」という。）による地震力

が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を

有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用する

ことによって弱面上のずれが発生しない地盤として，事業（変

更）許可を受けた地盤に設置する。 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設以外の建物・構

築物については，自重や運転時の荷重等に加え，耐震重要度分

類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合におい

ても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置す

る。 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設を支持する建

物・構築物は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地

盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等

沈下，液状化及び揺すり込み沈下の周辺地盤の変状により，そ

の安全機能が損なわれるおそれがない地盤として，事業（変更）

許可を受けた地盤に設置する。 

e. Ｂクラスの施設は，3.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静的

地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計と

する。

また，共振のおそれのある施設については，その影響について

の検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，弾性設計用

地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものとする。当該地震動による

地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定するものとする。 

Ｃクラスの施設は，3.1 項に示す耐震重要度分類に応じた静的

地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように

設計する。 

f. 耐震重要施設が，それ以外の MOX 燃料加工施設内にある施設

(資機材等含む)の波及的影響によって，その安全機能を損なわ

ない設計とする。

g. 建物・構築物については，耐震重要度分類の各クラスに応じて

算定する地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十

分な支持力を有する地盤に設置する。

(7) Ｂクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた

静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐え

る設計とする。

また，共振のおそれのあるものについては，その影響につ

いての検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，弾性

設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じたものとする。当該地震

動による地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定するものとする。 

Ｃクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた

静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐え

る設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設は，上記に示す，代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分

類のクラスに適用される地震力に対して，おおむね弾性状態

にとどまる範囲で耐えられる設計とする。 

(8) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設が，それ

以外の発電所内にある施設（資機材等含む）の波及的影響に

よって，それぞれの安全機能及び重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわない設計とする。

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

(3) 設計基準対象施設における建物・構築物及び土木構造物

（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）について

は，耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作

用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有す

る地盤に設置する。

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する

十分な支持力を有する地盤に設置する。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備が設置される重大事故等対処施設については，代替

する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度

分類のクラスに適用される地震力が作用した場合において

も，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 発電炉との資料構成

の違いであり，MOX

燃料加工施設の記載

がある（13/77）ペ

ージに比較結果を示

す。

 発電炉との資料構成

の違いであり，MOX

燃料加工施設の記載

がある（13/77）ペ

ージに比較結果を示

す。

 （5/77）ページに

おける土木構造物

の取り扱いと同

様。

 発電炉との資料構成

の違いであり，MOX

燃料加工施設の記載

がある（14/77）ペ

ージに比較結果を示

す。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(11／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(g) 耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その

安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

【記載箇所：3.1.1（1）耐震設計の基本方針に記載している内

容】 

a．安全機能を有する施設 

(a) 耐震重要施設は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそ

れがある地震動（事業変更許可を受けた基準地震動（以下

「基準地震動Ｓｓ」という。））による地震力に対してその

安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全

機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

また，耐震重要施設のうちその周辺地盤の液状化のおそれが

ある施設は，その周辺地盤の液状化を考慮した場合において

も，支持機能及び構造健全性が確保される設計とする。 

これらの地盤の評価については，「Ⅲ－１－１－２ 地盤の支

持性能に係る基本方針」に示す。 

h． 安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際しては，地

震の影響が低減されるように考慮する。 

耐震重要施設については，地盤変状が生じた場合において

も，その安全機能が損なわれないよう，適切な対策を講ずる

設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設については，地盤変状が生

じた場合においても，重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないよう，適切な対策を講ずる設計

とする。 

また，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又

は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

は，その周辺地盤を強制的に液状化させることを仮定した場

合においても，支持機能及び構造健全性が確保される設計と

する。 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅴ-2-1-3 地盤

の支持性能に係る基本方針」に示す。 

(9) 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び

配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮す

る。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

（13/77）ページに

比較結果を示す。

 周辺地盤の液状化

のおそれがある施

設については，液

状化の影響を考慮

するものとし，液

状化特性は敷地地

盤の試験結果に基

づき，ばらつき及

び不確実性を考慮

した上で設定す

る。そのため，周

辺地盤を強制的に

液状化させること

を仮定した設計は

行わない。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

（13/77）ページに

比較結果を示す。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

（14/77）ページに

比較結果を示す。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(12／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
b.重大事故等対処施設

(a) 重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

(b) 重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重

大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏ま

えて，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の

常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設

に分類する。

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設は，代替する機

能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適

用される地震力に十分耐えることができる設計とする。 

(c) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。

建物・構築物については，建物・構築物全体としての変

形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に

対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひず

み・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対し

て，妥当な安全余裕を持たせることとする。 

機器・配管系については，その施設に要求される機能を

保持する設計とし，塑性ひずみが生じる場合であっても，

その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余

裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない

設計とする。 

また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応

答に対して，その設備に要求される機能を保持する設計と

する。なお，動的機能が要求される機器については，当該

機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研

究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超

えていないことを確認する。 

(2) 重大事故等対処施設

a. 重大事故等対処施設のうち，耐震重要施設に属する設計基準事

故に対処するための設備が有する機能を代替するもの(以下「常

設耐震重要重大事故等対処設備」という。)が設置される重大事

故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない

設計とする。

b. 重大事故等対処施設については，施設の各設備が有する重大事

故等時に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，

重大事故等が発生した場合において対処するために必要な機能

を有する設備であって常設のもの(以下「常設重大事故等対処設

備」という。)を，常設耐震重要重大事故等対処設備及び常設耐

震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備に分

類する。 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施

設は，代替する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適

用される地震力に十分耐えることができる設計とする。 

c. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。

建物・構築物については，建物・構築物全体としての変形能力

(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な

余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐

力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を持た

せることとする。 

機器・配管系については，その施設に要求される機能を保持す

るように設計し，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量

が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，

その施設に要求される機能を保持できる設計とする。 

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このう

ち，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，

動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の

確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認す

る。 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

(1) （中略）

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがない設計とする。 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

(2) （中略）

重大事故等対処施設については，施設の各設備が有する重大

事故等時に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえ

て，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設

備及び可搬型重大事故等対処設備に耐震設計上の区分を分類

する。 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設

備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，上記に示す，代

替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要

度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることがで

きる設計とする。 

本施設と常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設の両方に属する重大事故等対処施設については，基準

地震動Ｓｓによる地震力を適用するものとする。なお，特定

重大事故等対処施設に該当する施設は本申請の対象外であ

る。 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

 (5)（中略） 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがない設計とする。 

建物・構築物については，構造物全体としての変形能力

（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕を有するように，

機器・配管系については，塑性ひずみが生じる場合であって

も，その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分

な余裕を有し，その施設の機能を保持できるように設計す

る。 

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，当該機器に要求される機能を維持する設計とする。こ

のうち，動的機能が要求される機器については，当該機器の

構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機

能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていない

ことを確認する。 

 MOX 燃料加工施設

において，常設重

大事故緩和設備は

存在しないため，

記載しない。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(13／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
(d) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地

震動Ｓｄによる地震力は水平2方向及び鉛直方向について適

切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

(e) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，代替する

機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に

適用される地震力に十分耐えることができる設計とする。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事

故等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計におけ

る耐震重要度の分類の方針に基づき，重大事故等対処時の

使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線に

よる公衆への影響の程度に応じて分類し，その地震力に対

し十分に耐えることができる設計とする。 

 

 

 

(f) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震

重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設

備の波及的影響によって，その重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

(g) 緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，「(6) 

緊急時対策所」に示す。 

 

 

d. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

e. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設については，設計基準事故

に対処するための設備が有する機能を代替する施設の属する耐

震重要度に応じた地震力に対し十分に耐えられる設計とする。 

 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対

処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要

度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえ

て，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程

度に応じて分類した地震力に対し十分に耐えられる設計とす

る。 

 

 

 

f. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故

等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によっ

て，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計

とする。 

 

g. 緊急時対策所の耐震設計における機能維持の基本方針について

は，「5.2 機能維持」に示す。 

 

 

 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

(4) （中略） 

Ｓクラスの施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設につい

ては，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて

算定するものとする。 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

 (7) （中略） 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設は，上記に示す，代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分

類のクラスに適用される地震力に対して，おおむね弾性状態

にとどまる範囲で耐えられる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

(8) （中略） 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設が，それ以外の発電所内に

ある施設（資機材等含む）の波及的影響によって，それぞれ

の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損

なわない設計とする。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(14／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：2.地盤に記載している内容】 

2.2 重大事故等対処施設の地盤 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設及びそれらを支持する建

物・構築物については，自重や運転時の荷重等に加え，基準地

震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対

する十分な支持性能を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用する

ことによって弱面上のずれが発生しない地盤として，事業（変

更）許可を受けた地盤に設置する。 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設については，自重や運転時の荷重等に加え，代替する機

能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類の

クラスに適用される地震力が作用した場合においても，接地圧

に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，地震発

生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並

びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺

すり込み沈下の周辺地盤の変状により，重大事故に至るおそれ

のある事故（設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重

大事故等」という。）に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがない地盤として，事業（変更）許可を受けた地盤に

設置する。 

常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，将来活

動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業（変

更）許可を受けた地盤に設置する。 

(h) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設については，周辺地盤の変状により，重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がない設計とする

h. 重大事故等対処施設の建物・構築物については，代替する機能

を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラ

スに適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対

する十分な支持力を有する地盤に設置する。

 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設については，周辺地盤の変状により，重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処のうちその周辺地盤の液状化のおそれがある施設は，そ

の周辺地盤の液状化を考慮した場合においても，支持機能及び

構造健全性が確保される設計とする。 

これらの地盤の評価については，「Ⅲ－１－１－２ 地盤の支

持性能に係る基本方針」に示す。 

i. 重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震

の影響が低減されるように考慮する。

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

(3) （中略）

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する

十分な支持力を有する地盤に設置する。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備が設置される重大事故等対処施設については，代替

する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度

分類のクラスに適用される地震力が作用した場合において

も，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

（中略） 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設については，地盤変状が生

じた場合においても，重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないよう，適切な対策を講ずる設計

とする。 

（中略） 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設は，その周辺地盤を強制的

に液状化させることを仮定した場合においても，支持機能及

び構造健全性が確保される設計とする。 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅴ-2-1-3 地盤

の支持性能に係る基本方針」に示す。 

(9) 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の構造計画

及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考

慮する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(15／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1（1）a. 安全機能を有する施設に記載してい

る内容】 

(b) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるお

それがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による

公衆への影響を防止する観点から，施設の安全機能が喪失

した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」とい

う。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類

し，それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられ

る設計とする。

【記載箇所：3.1.1（1）b. 重大事故等対処施設に記載している

内容】 

(b)重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重

大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏

まえて，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設，常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設に分類する。

【記載箇所：3.1.1（4）d.(a)イ.建物・構築物に記載している

内容】 

（ホ） 土木構造物

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応

力度を許容限界とする。 

【記載箇所：3.1.1（4）d.(b)イ.建物・構築物に記載している

内容】 

(ハ) 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する

建物・構築物 

上記(イ)を適用するほか，建物・構築物が，変形

等に対してその支持機能を損なわれないものとす

る。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持

機能を損なわれないことを確認する際の地震力は，

支持される施設に適用される地震力とする。 

2.2  適用規格 

適用する規格としては，既に認可された設計及び工事の方法の認可申請

書の添付書類(以下，「既設工認」という。)で適用実績がある規格の他，

最新の規格基準についても技術的妥当性及び適用性を示したうえで適用可

能とする。なお，規格基準に規定のない評価手法等を用いる場合は，既往

研究等において試験，研究等により妥当性が確認されている手法，設定等

について，適用条件，適用範囲に留意し，その適用性を確認した上で用い

る。 

既設工認又は先行発電炉において実績のある主要な適用規格を以下に示

す。 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601･補

-1984」（社）日本電気協会

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」（社）日本電

気協会

(以降，添付書類Ⅲにおいて「JEAG4601」と記載しているものは上記３指

針を指す。)

・建築基準法・同施行令

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－(（社）

日本建築学会，1999 改定)

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学

会，2005 制定）

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－(（社）日本建築学会，2005 改

定)

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計と保有水

平耐力－(（社）日本建築学会，2001 改定)

・建築耐震設計における保有耐力と変形性能（（社）日本建築学会，1990

改定）

・建築基礎構造設計指針((社)日本建築学会，2001 改定)

・発電用原子力設備規格コンクリート製原子炉格納容器規格（（社）日本

機械学会，2003）

・各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学会，2010改定)

2.2 適用規格 

適用する規格としては，既に認可された工事計画の添付書類

（以下「既工事計画」という。）で適用実績がある規格のほか，

最新の規格基準についても技術的妥当性及び適用性を示したう

えで適用可能とする。なお，規格基準に規定のない評価手法等

を用いる場合は，既往研究等において試験，研究等により妥当

性が確認されている手法，設定等について，適用条件，適用範

囲に留意し，その適用性を確認した上で用いる。 

既工事計画において実績のある適用規格を以下に示す。 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987」 

（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

ＪＥＡＧ４６０１・補－1984」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991 追

補版」（社）日本電気協会 

（以降，「ＪＥＡＧ４６０１」と記載しているものは上記3指針

を指す。） 

・建築基準法・同施行令

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法

－（（社）日本建築学会，1999 改定）

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日

本建築学会，2005 制定）

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，

2005 改定）

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設

計と保有水平耐力－（（社）日本建築学会，2001 改定）

・建築耐震設計における保有耐力と変形性能（（社）日本建築学

会，1990改定）

・建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会，2001 改定）

・発電用原子力設備規格コンクリート製原子炉格納容器規格

（（社）日本機械学会，2003）

・各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学会，2010改

定)

 今回設工認で適用

する規格として，

MOX 燃料加工施設

の既設工認又は先

行発電炉において

実績のある主要な

適用規格を記載し

た。

22



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(16／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］(（社）土木学会，2002年

制定)

・道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説(（社）日本道路協

会，平成14年3月)

・道路橋示方書(Ⅴ耐震設計編)・同解説(（社）日本道路協会，平成14年3

月)

・地盤工学会基準（JGS1521－2003）地盤の平板載荷試験方法

ただし，JEAG4601に記載されているＡｓクラスを含むＡクラスの施設を

Ｓクラスの施設とした上で，基準地震動Ｓ２，Ｓ１をそれぞれ基準地震動

Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄと読み替える。 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスと読み替える際には基準地震動Ｓｓ及

び弾性設計用地震動Ｓｄを適用するものとする。 

「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含

む))＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞JSME S NC1」(以降，添付書類Ⅲにおいて

「JSME S NC1」という。) に従うものとする。 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］（（社）土木学

会，2002 年制定）

・道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（（社）日

本道路協会，平成14 年3月）

・道路橋示方書（Ⅴ耐震設計編）・同解説（（社）日本道路協

会，平成14 年3 月）

・水道施設耐震工法指針・解説（（社）日本水道協会，1997 年

版） 

・地盤工学会基準（JGS1521－2003）地盤の平板載荷試験方法

・地盤工学会基準（JGS3521－2004）剛体載荷板による岩盤の平

板載荷試験方法 

ただし，ＪＥＡＧ４６０１に記載されているＡｓクラスを含

むＡクラスの施設をＳクラスの施設とした上で，基準地震動Ｓ

２，Ｓ１をそれぞれ基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄと

読み替える。 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスと読み替える際には基準地

震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを適用するものとする。 

また，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（昭和 55 

年通商産業省告示第 501 号，最終改正平成 15 年 7月 29 日経済産

業省告示第 277 号）に関する内容については，「発電用原子力設

備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版を含む））＜第

Ⅰ編 軽水炉規格＞JSME S NC1－2005／2007」（日本機械学会）（以

下「設計・建設規格」という。）に従うものとする。 

 今回設工認で適用

する規格として，

MOX 燃料加工施設

の既設工認又は先

行発電炉において

実績のある主要な

適用規格を記載し

た。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(17／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
(2) 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分

類 

 

a.  安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。 

 

 

 

 

 

(a) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係

しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散する

可能性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性のあ

る事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部

に放散される事故発生の際に外部に放散される放射性物質

による影響を低減させるために必要となる施設であって，環

境への影響が大きいものであり，次の施設を含む。 
 

① MOX を非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブ

ボックス等であって，その破損による公衆への放射線の

影響が大きい施設 

② 上記①に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放

散を抑制するための設備・機器 

③ 上記①及び②の設備・機器の機能を確保するために必要

な施設 

 

(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響が

Ｓクラスに属する施設と比べ小さい施設であり，次の施設を

含む。 

 

① 核燃料物質を取り扱う設備・機器又は MOX を非密封で取

り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であっ

て，その破損による公衆への放射線の影響が比較的小さ

いもの（ただし，核燃料物質が少ないか又は収納方式に

よりその破損による公衆への放射線の影響が十分小さ

いものは除く。） 

② 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機器

であってＳクラス以外の設備・機器 

 

 (c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施

設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類 

 

3.1  耐震重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり分類する。

下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及び当該施設を支

持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動を「Ⅲ－１－

１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第

2.4‐1表に，申請設備の耐震重要度分類について同添付書類の第2.4-2表

に示す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しており，そ

の機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性

物質を外部に放出する可能性のある事態を防止するために必要な施設及び

事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させるた

めに必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスの施

設と比べ小さい施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又

は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分類 

 

3.1 耐震重要度分類 

設計基準対象施設の耐震設計上の重要度を以下の通り分類す

る。下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及

び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確

認する地震動を添付書類「Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等

対処施設の施設区分の基本方針」の表2-1 に，申請設備の耐震

重要度分類について同資料表2-2 に示す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停

止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射

性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しており，そ

の機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施

設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を

緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機

能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必

要となる施設，並びに地震に伴って発生するおそれがある津波

による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であっ

て，その影響が大きい施設 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスの施設と比べ小さい施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般

産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(18／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第3.1.1-1表に示

す。 

なお，同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機

能が維持されることを確認する地震動及び波及的影響を考

慮すべき設備に適用する地震動についても併記する。 

b. 重大事故等対処施設の設備分類

重大事故等対処施設について，各設備が有する重大事故等

に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，常設

重大事故等対処設備を以下の設備分類に応じた設計とする。 

 (ａ) 常設重大事故等対処設備 

重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生

した場合において，対処するために必要な機能を有する

設備であって常設のもの。 

イ．常設耐震重要重大事故等対処設備

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する

安全機能を有する施設が有する機能を代替するもの。 

ロ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備

常設重大事故等対処設備であって，上記イ．以外のもの。 

上記に基づく重大事故等対処施設の設備分類について第

3.1.1-2表に示す。 

なお，同表には，重大事故等対処設備を支持する建物・

構築物の支持機能が損なわれないことを確認する地震力に

ついても併記する。 

3.2 重大事故等対処施設の設備分類 

重大事故等対処施設の設備について，耐震設計上の分類を各設備が有

する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえ，以

下のとおりに分類する。下記の分類に基づき耐震評価を行う申請設備の

設備分類について「Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設

備の設備分類の基本方針」の第 4.2-１表に示す。 

(1) 常設重大事故等対処設備

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基

準事故に対処するための設備が有する機能を代替する設備 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

常設重大事故等対処設備であって，上記 a. 以外のもの 

3.2 重大事故等対処施設の設備の分類 

重大事故等対処施設の設備について，耐震設計上の区分を

設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設

置状態を踏まえて，以下の通りに分類する。下記の分類に基

づき耐震評価を行う申請設備の設備分類について，添付書類

「Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の

基本方針」の表4-1 に示す。 

(1) 基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計

するもの 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する

設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

b. 常設重大事故緩和設備

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合に

おいて，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩

和するための機能を有する設備であって常設のもの 

(2) 静的地震力に対して十分耐えるよう，また共振のおそれ

のある施設については弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 

を乗じたものによる地震力に対しても十分に耐えるよう

設計するもの 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震Ｂクラス又はＣ

クラスに属する設計基準事故対処設備が有する機能を代

替するもの 

 MOX 燃料加工施設

には，常設重大事

故緩和設備に該当

する設備は存在し

ないため記載しな

い。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(19／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
【記載箇所 3.1.1(5)設計における留意事項に記載している内容】 

 

b. 波及的影響に対する考慮 

(a)耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設に対する波及的影響の考慮 

耐震重要施設（以下「上位クラス施設」という。）は，下位の

クラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能が損な

われないものとする。 

 

評価に当たっては，以下の４つの観点をもとに，敷地全体を俯

瞰した調査・検討を行い，各観点より選定した事象に対して波及

的影響の評価を行い，波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐

震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる

地震動又は地震力を適用する。なお，地震動又は地震力の選定に

当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定す

る。また，波及的影響の確認においては水平 2方向及び鉛直方向

の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施

設，設備を選定し評価する。 

ここで，下位クラス施設とは，上位クラス施設以外の MOX 燃料

加工施設内にある施設（資機材等を含む。）をいう。 

波及的影響を防止するよう現場を維持するため，保安規定に，

機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。 

なお，原子力施設の地震被害情報をもとに，４つの観点以外に

検討すべき事項がないか確認し，新たな検討事項が抽出された場

合には，その観点を追加する。 

 

 

 

 

イ. 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は

不等沈下による影響 

(イ) 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等

沈下により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認す

る。 

(ロ) 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位ク

ラス施設と耐震重要施設の相対変位により，耐震重要施設の安全

機能へ影響がないことを確認する。 

ロ. 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影

響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震

重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により，耐震重要施設

の安全機能へ影響がないことを確認する。 

 

 

 

ハ. 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋

内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設

の安全機能へ影響がないことを確認する。 

ニ． 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

 

3.3  波及的影響に対する考慮 

「3.1 耐震重要度分類」に示した耐震重要施設（以下「上位クラス施

設」という。）及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設は，下位クラス施設の波及的影響によって，その安全機能を

損なわない設計とする。 

 

 

 

この設計における評価に当たっては，敷地全体及びその周辺を俯瞰した

調査・検討等を行う。 

 

ここで，下位クラス施設とは，上位クラス施設の周辺にある上位クラス

施設以外のMOX燃料加工施設内にある施設(資機材等含む)をいう。 

耐震重要施設に対する波及的影響については，以下に示す(1)～(4)の4 

つの事項から検討を行う。 

また，原子力施設の地震被害情報から新たに検討すべき事項が抽出され

た場合は，これを追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下に

よる影響 

ａ．不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等沈下による，

耐震重要施設の安全機能への影響 

ｂ．相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位クラス施設と

耐震重要施設の相対変位による，耐震重要施設の安全機能への影響 

 

 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐震重要施設に

接続する下位クラス施設の損傷による，耐震重要施設の安全機能への影響 

 

 

 

 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要

施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋内の下位ク

ラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重要施設の安全機能への影響 

 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要

3.3 波及的影響に対する考慮 

「3.1 耐震重要度分類」及び「3.2 重大事故等対処施設の設

備の分類」に示した耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防

止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処

施設（以下「上位クラス施設」という。）は，下位クラス施設の

波及的影響によって，それぞれその安全機能及び重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

この設計における評価に当たっては，敷地全体及びその周辺

を俯瞰した調査・検討等を行う。 

 

 

ここで，下位クラス施設とは，上位クラス施設の周辺にある

上位クラス施設以外の施設（資機材等含む）をいう。 

耐震重要施設に対する波及的影響については，以下に示す(1)

～(4)の4つの事項から検討を行う。 

また，原子力発電所の地震被害情報等から新たに検討すべき

事項が抽出された場合は，これを追加する。 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響について

は，以下に示す(1)～(4)の4つの事項について，「耐震重要施

設」を「常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重

大事故等時に対処するために必要な機能」に読み替えて適用す

る。 

 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又

は不等沈下による影響 

a. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等沈

下による，耐震重要施設の安全機能への影響 

b. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位ク

ラス施設と耐震重要施設の相対変位による，耐震重要施設の安

全機能への影響 

 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影

響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐震

重要施設に接続する下位クラス施設の損傷による，耐震重要施

設の安全機能への影響 

 

 

 

 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等に

よる耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋

内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による，耐震重要

施設の安全機能への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本設計方針に合

わせた記載として

おり，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

（20/77）ページに

比較結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(20／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
る耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋

外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設

の安全機能へ影響がないことを確認する。 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設に対する波及的影響については，「耐震重要施設」

を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために必

要な機能」に読み替えて適用する。 

施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位

クラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重要施設の安全機能への影

響

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施

設に対する波及的影響については，上記に示す(1)～(4)の 4 つの事項につ

いて，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置され

る重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大事故等時に対処するた

めに必要な機能」に読み替えて適用する。 

上記の観点から調査・検討等を行い，波及的影響を考慮すべき下位クラ

ス施設及びそれに適用する地震動を「Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重

大事故等対処設備の設備分類の基本方針」の第 2.4-１表及び第 2.4-2 表

に示す。これらの波及的影響を考慮すべき下位クラス施設は，上位クラス

施設の有する機能を保持するよう設計する。

また，工事段階においても，上位クラス施設の設計段階の際に検討した

配置・補強等が設計どおりに施されていることを，敷地全体及びその周辺

を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また，仮置資材等，現場の

配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設についても併せて確認す

る。 

以上の詳細な方針は，「Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」

に示す。 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等に

よる耐震重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建

屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による，耐震重

要施設の安全機能への影響 

【記載箇所：3.3 波及的影響に対する考慮】 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響について

は，以下に示す(1)～(4)の4つの事項について，「耐震重要施

設」を「常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重

大事故等時に対処するために必要な機能」に読み替えて適用す

る。 

上記の観点から調査・検討等を行い，波及的影響を考慮すべ

き下位クラス施設及びそれに適用する地震動を添付書類「Ⅴ-2-

1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方

針」の表2-1 及び表2-2 並びに表4-1 及び表4-2 に示す。

上記の観点から調査・検討等を行い抽出された波及的影響を

考慮すべきこれらの下位クラス施設は，上位クラス施設の有す

る機能を保持するよう設計する。 

また，工事段階においても，上位クラス施設の設計段階の際

に検討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，

敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行うことで確認

する。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とす

る下位クラス施設についても併せて確認する。 

以上の詳細な方針は，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基

本方針」に示す。 

 MOX 燃料加工施設

には，常設重大事

故緩和設備に該当

する設備は存在し

ないため記載しな

い。

• 記載の適正化とし

て，波及的影響を

考慮すべき下位ク

ラス施設に対する

設計についてまと

めて記載してお

り，内容は同様で

あるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(21／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される

静的地震力及び動的地震力とする。 

 

a. 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適

用することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層

せん断力係数及び震度に基づき算定する。 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設については，代替する機

能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用さ

れる地震力を適用する。 

 

 (a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐

震重要度に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて

算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を

0.2 以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮し

て求められる値とする。 
また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力

係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度に応じた係数は，耐震重要度

の各クラスともに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ

０は1.0以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，

震度0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種

類等を考慮して求めた鉛直震度より算定するものとし，高さ方

向に一定として求めた鉛直震度より算定する。 

 

(b) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん

断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた係数を乗じたものを水

平震度とし，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ

20％増しとした震度より求めるものとする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に

不利な方向の組合せで作用するものとする。 

ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

 

4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

 

 

4.1.1 静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラスの施設，Ｂク

ラス及びＣクラスの施設に適用することとし，それぞれの耐震重要度分類

に応じて，以下の地震層せん断力係数Ｃｉ及び震度に基づき算定するもの

とする。 

 

 

 

 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備以外

の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に，代替する

機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適

用される地震力を適用する。 

 

 (1) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度

分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するもの

とする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ0を0.2以上と

し，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とす

る。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに

乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣ

クラスともに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ0は1.0以上と

する。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方

向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3以上を基準と

し，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類を考慮して求めた鉛直震度よ

り算定するものとし，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定す

る。 

 

(2) 機器・配管系 

静的地震力は，上記(1)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重

要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として，当該水平震度及び

上記(1)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方

向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

4. 設計用地震力 

4.1 地震力の算定法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

 

 

(1) 静的地震力 

設計基準対象施設に適用する静的地震力は，Ｓクラスの施設

（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。），Ｂ

クラス及びＣクラスの施設に適用することとし，それぞれ耐震

重要度分類に応じて，以下の地震層せん断力係数Ｃｉ及び震度に

基づき算定するものとする。 

 

 

 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故防止

設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処

施設に，代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する

耐震重要度分類のクラスに適用される静的地震力を適用する。 

 

a. 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐

震重要度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を

乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス 3.O 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を

0.2 以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮

して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力

係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，Ｓク

ラス，Ｂクラス及びＣクラスともに1.0 とし，その際に用いる

標準せん断力係数Ｃ０は1.0 以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，

震度0.3 以上を基準とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種

類等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定

するものとする。 

 

b. 機器・配管系 

静的地震力は，上記a.に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の

耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として，

当該水平震度及び上記a.の鉛直震度をそれぞれ20％増しとした

震度より求めるものとする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震

度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設

においては，敷地

高さに津波が到達

しないことを事業

変更許可申請書に

おいて記載してお

り，該当はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(22／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数につい

ては，耐震性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐

震基準との関係を考慮して設定する。 

b. 動的地震力

Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用す

る。 

Ｂクラスの施設のうち支持構造物の振動と共振のおそれのあ

る施設については，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性設計用

地震動Ｓｄに２分の１を乗じたものから定める入力地震動を適

用する。 

【記載箇所：3.1.1（3）b (a)入力地震動に記載している内容】 

また，Ｂクラスの施設及びＢクラス施設の機能を代替す

る常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施

設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対

しては，弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じたものを

用いる。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設について，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスに属す

る施設の機能を代替する施設であって共振のおそれのある施設

については，「b. 動的地震力」に示す共振のおそれのあるＢク

ラス施設に適用する地震力を適用する。

なお，重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の

基本構造と異なる施設については，適用する地震力に対して，

要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するた

め，当該施設の構造を適切にモデル化した上での地震応答解

析，加振試験等を実施する。 

上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ0等の割増し係数については，耐

震性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考

慮して設定する。 

4.1.2  動的地震力 

安全機能を有する施設については，動的地震力は，Ｓクラスの施設及び

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用する。Ｓクラスの施設に

ついては，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を

適用する。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，弾性設計用

地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を２分の１にしたものによる地震

力を適用する。 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設の機能を代替する共振

のおそれのある施設については，共振のおそれのあるＢクラスの施設に適

用する地震力を適用する。 

なお，重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本構造と

異なる施設については，適用する地震力に対して，要求される機能及び構

造健全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造を適切にモデ

ル化した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。

c. 土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）

土木構造物の静的地震力については，ＪＥＡＧ４６０１の規

定を参考に，Ｃクラスの建物・構築物に適用される静的地震力

を適用する。 

上記a.，b.及びc.の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数の適

用については，耐震性向上の観点から，一般産業施設，公共施

設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

(2) 動的地震力

設計基準対象施設については，動的地震力は，Ｓクラスの施

設，屋外重要土木構造物及びＢクラスの施設のうち共振のおそ

れのあるものに適用する。Ｓクラスの施設（津波防護施設，浸

水防止設備及び津波監視設備を除く。）については，基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用す

る。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，

弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を2 分の1 

にしたものによる地震力を適用する。 

屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建

物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用す

る。 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故防止

設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設に基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

が設置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設の機

能を代替する共振のおそれのある施設については，共振のおそ

れのあるＢクラスの施設に適用する地震力を適用する。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設の土木構造物については，基準

地震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

 （7/77)ページにお

ける土木構造物の

取り扱いと同様。

 基本設計方針に合

わせた記載として

おり，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。

 MOX 燃料加工施設に

おいては，敷地高

さに津波が到達し

ないことを事業変

更許可申請書にお

いて記載してお

り，該当はない。

 MOX 燃料加工施設

において，屋外重

要土木構造物は存

在しないため，記

載しない。

 MOX 燃料加工施設

においては，敷地

高さに津波が到達

しないことを事業

変更許可申請書に

おいて記載してお

り，該当はない。

 MOX 燃料加工施設で

は，重大事故等対

処施設の土木構造

物に該当する設備

は存在しない。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(23／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつき

による変動幅を適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1（3）b (a)入力地震動に記載している内容】 

(a) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要なMOX燃料加工施設の設

置位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な拡がりをもって

存在することが確認されている。 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が

0.7ｋｍ／ｓ以上を有する標高約－70ｍの位置に想定する

こととする。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤

表面で定義する。 

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動

は，解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮し

た上で，必要に応じ2次元ＦＥＭ解析又は1次元波動論によ

り，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動

を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応答に関す

る動的変形特性を考慮することとし，地盤のひずみに応じ

た地盤物性値を用いて作成する。 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷

地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置での地

質・速度構造の違いにも留意する。 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最

新の科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤

条件を設定する。 
また，Ｂクラスの施設及びＢクラス施設の機能を代替す

る常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施

設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対

しては，弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じたものを

用いる。 

 

【記載箇所：3.1.1（3）地震力の算定方法に記載している内

容】 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認めら

れる規格及び基準に基づき，設備の種類，構造等により適

切に選定するとともに，試験等で妥当性を確認した値も用

いる。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンク

リートの減衰定数の設定については，既往の知見に加え，

既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討す

る。 

また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの

減衰定数については，地中構造物としての特徴，同モデル

の振動特性を考慮して適切に設定する。 

 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる材料

定数の変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法，設計用減衰定数等につ

いては，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に，設計用床応答

曲線の作成方法については，「Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成

方針」に示す。 

 

 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつき

による材料定数の変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法等

については，添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」

に，設計用床応答曲線の作成方法については，添付書類「Ⅴ-2-

1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

 

 

 基本設計方針に合

わせた記載として

おり，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(24／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
動的地震力は水平2方向及び鉛直方向について適切に組

み合わせて算定する。動的地震力の水平2方向及び鉛直方

向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方向地震力を

組み合わせた既往の耐震計算への影響の可能性がある施

設・設備を抽出し，3次元応答性状の可能性も考慮した上

で既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

【記載箇所：3.1.1（3）b. (b) イ.建物・構築物に記載してい

る内容】 

地震力については，水平2方向及び鉛直方向について適切に組

み合わせて算定する。 

 

【記載箇所：3.1.1（3）b. (b) イ.建物・構築物に記載してい

る内容】 

動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により得ら

れた観測記録により振動性状の把握を行い，解析モデルの

妥当性の確認を行う。 

 

(a) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要なMOX燃料加工施設の設置位置

周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な拡がりをもって存在するこ

とが確認されている。 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7ｋｍ

／ｓ以上を有する標高約－70ｍの位置に想定することとする。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面

で定義する。 

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，

解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮した上で，

必要に応じ2次元ＦＥＭ解析又は1次元波動論により，地震応答

解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。ま

た，必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考

慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作

成する。 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体

の地下構造との関係や対象建物・構築物位置での地質・速度構造

の違いにも留意する。 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科

学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定

する。 
また，Ｂクラスの施設及びＢクラス施設の機能を代替する常

設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設のうち

共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性

設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じたものを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動的地震力は水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定

する。動的地震力の水平2方向及び鉛直方向の組合せについては，水平１

方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響の可能性

がある施設・設備を抽出し，3次元応答性状の可能性も考慮した上で既往

の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。その方針を「Ⅲ－１－１

－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に

示す。 

 

 

 

 

 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目的として設

置した地震観測網から得られた観測記録により振動性状の把握を行う。地

震観測網の概要については，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方

針」の別紙「地震観測網について」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて算定する。動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組合

せについては，水平1 方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた

既往の耐震計算への影響の可能性がある施設・設備を抽出し，3 

次元応答性状の可能性も考慮した上で既往の方法を用いた耐震

性に及ぼす影響を評価する。その方針を添付書類「Ⅴ-2-1-8 水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」

に示す。 

 

 

 

 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目

的として設置した地震観測網から得られた観測記録により振動

性状の把握を行う。地震観測網の概要については，添付書類

「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」の別紙「地震観測網につ

いて」に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(25／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1 耐震設計に記載している内容】 

(3) 地震力の算定方法

耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される

静的地震力及び動的地震力とする。 

(b) 動的解析法

イ. 建物・構築物

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特

性，振動特性等を踏まえ，地震応答解析手法の適用

性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選

定するとともに，建物・構築物に応じて十分な調査

に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，

原則として，時刻歴応答解析法を用いて求めるもの

とする。 

また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用

可能な周波数応答解析法による。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築

物の剛性はそれらの形状，構造特性，振動特性，減衰

特性を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解

析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び

埋込み効果を考慮するものとし，解析モデルの地盤の

ばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮

して定める。地盤の剛性等については，必要に応じて

地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみ

に応じた地盤物性値に基づくものとする。設計用地盤

定数は，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネ

ルギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみ

レベルを考慮して定める。

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対す

る応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾

性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該

当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動

を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を

行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を

検討するための動的解析において，施設を支持する建

物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を

超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復

元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の

諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切

に考慮する。また，材料のばらつきによる変動が建物・

構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考

慮すべき要因を選定した上で，選定された要因を考慮

した動的解析により設計用地震力を設定する。 

4.2  設計用地震力 

「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は「Ⅲ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」の第2-１表に示す地震力に従い算定するものとす

る。 

4.2  設計用地震力 

「4.1 地震力の算定法」に基づく設計用地震力は「Ⅲ－１－

１－８ 機能維持の基本方針」の第2.-１表に示す地震力に従い

算定するものとする。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(26／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有

効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効

応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化

強度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅

性を踏まえた上で保守性を考慮して設定することを

基本とする。 

動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により

得られた観測記録により振動性状の把握を行い，解析

モデルの妥当性の確認を行う。

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっ

ては，構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の

地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地

盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程

度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれ

かによる。地盤の地震応答解析モデルは，構造物と地

盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。

構造物の地震応答解析に用いる減衰定数については，

地盤と構造物の非線形性を考慮して適切に設定する。 

地震力については，水平 2方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定する。 

ロ. 機器・配管系

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応

答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適切

な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮す

べき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格及

び基準又は試験等の結果に基づき設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮

して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう質

点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応

答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻

歴応答解析法により応答を求める。 

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル

解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切

に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物

性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計

用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法に

より応答を求める。 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法

の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象

を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機

の挙動を模擬する観点で，建物・構築物の剛性及び

地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解

析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備の

振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

また，設備の３次元的な広がりを踏まえ，適切に応

答を評価できるモデルを用い，水平 2方向及び鉛直方

向の応答成分について適切に組み合わせるものとす

る。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(27／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面

の最大床応答加速度の 1.2 倍の加速度を静的に作用

させて地震力を算定する。 

 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と

認められる規格及び基準に基づき，設備の種類，構

造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当

性を確認した値も用いる。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋

コンクリートの減衰定数の設定については，既往の

知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，そ

の妥当性を検討する。 

また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデ

ルの減衰定数については，地中構造物としての特徴，

同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。  
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(28／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(4) 荷重の組合せと許容限界

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるも

のとする。 

a. 耐震設計上考慮する状態

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。

(a) 安全機能を有する施設

イ. 建物・構築物

(イ) 通常時の状態

MOX燃料加工施設が運転している状態。

5. 機能維持の基本方針

耐震設計における安全機能維持は，安全機能を有する施設の耐震重要度

及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，施設の構造

強度の確保を基本とする。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない施設等，構造

強度に加えて，各施設の特性に応じた動的機能，電気的機能，気密性，遮

蔽性，支持機能及び閉じ込め機能の維持を必要とする施設については，そ

の機能が維持できる設計とする。 

気密性，遮蔽性，支持機能，閉じ込め機能の維持については，構造強度

を確保することを基本とする。必要に応じて評価項目を追加することで，

機能維持設計を行う。 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

5.1 構造強度 

MOX燃料加工施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故

等対処施設の設備分類に応じた地震力による荷重と地震力以外の荷重の組

合せを適切に考慮した上で，構造強度を確保する設計とする。また，変位

及び変形に対し，設計上の配慮を行う。 

自然現象に関する組合せは，「Ⅴ－１－１－１－１ 加工施設の自然現

象等に対する損傷の防止に関する説明書」に従い行う。 

具体的な荷重の組合せと許容限界は「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本

方針」の第3.1-１表に示す。 

5.1.1  耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(1) 安全機能を有する施設

a. 建物・構築物

(a) 通常時の状態

MOX燃料加工施設が運転している状態。

5. 機能維持の基本方針

耐震設計における安全機能維持は，設計基準対象施設の耐震

重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動

に対して，施設の構造強度の確保を基本とする。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない施

設等，構造強度に加えて，各施設の特性に応じた動的機能，電

気的機能，気密性，止水性，遮蔽性，支持機能，通水機能及び

貯水機能の維持を必要とする施設については，その機能が維持

できる設計とする。 

気密性，止水性，遮蔽性，支持機能，通水機能及び貯水機能

の維持については，構造強度を確保することを基本とする。必

要に応じて評価項目を追加することで，機能維持設計を行う。 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

5.1 構造強度 

発電用原子炉施設は，設計基準対象施設の耐震重要度分類及

び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に伴う地震力

による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上

で，構造強度を確保する設計とする。また，変位及び変形に対

し，設計上の配慮を行う。 

自然現象に関する組合せは，添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用

原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本

方針」に従い行う。なお，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施

設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち添付

書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」，添付書類「Ⅴ-1-

1-10 通信連絡設備に関する説明書」，添付書類「Ⅴ-4-2 生体遮

蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」，添付書類

「Ⅴ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書」及び添付書類

「Ⅴ-1-9-3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書」における耐

震設計方針についても本項に従う。 

具体的な荷重の組合せと許容限界は添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能

維持の基本方針」の表3-1 に示す。 

(1) 耐震設計上考慮する状態

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。

a. 建物・構築物

設計基準対象施設については以下の(a)～(c)の状態，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(d)の状態を考慮する。 

(a) 運転時の状態

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条件下にお

かれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡変化

時を含むものとする。 

 本資料内の整合を図

るため，（59/77）ペ

ージ 5.2 機能維持に

合わせた記載とした

ため，記載の差異に

より新たな論点が生

じるものではない。

 記載の適正化とし

て，（50/77）ペー

ジ 5.2 機能維持に

記載している機能

と整合を図った記

載とした。

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。

 MOX 燃料加工施設に

おいては，運転時

の異常な過渡変化

時を考慮する必要

が無いため記載し

ない。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(29／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

 

 

(イ)  通常時の状態 

MOX燃料加工施設が運転している状態。 

 

 

 

 

(ロ) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積

雪，風）。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

(イ)  通常時の状態 

MOX燃料加工施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 設計基準事故時の状態 

当該状態が発生した場合にはMOX燃料加工施設から多量

の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設

計上想定すべき事象が発生した状態。 

 

 

 

 

5.1.1  耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(1) 安全機能を有する施設 

a. 建物・構築物 

 

 

 

(a) 通常時の状態 

MOX燃料加工施設が運転している状態。 

 

 

 

 

(b) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

(a) 通常時の状態 

MOX燃料加工施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) 設計基準事故時の状態 

当該状態が発生した場合にはMOX燃料加工施設から多量の放射性

物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事

象が発生した状態。 

 

 

 

  

(b) 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，積

雪） 

 

 

 

 

 

 

 

b. 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の状態，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の状態を考慮する。 

 

 

 

 

(a) 通常運転時の状態 

原子炉の起動，停止，出力運転，高温待機及び燃料取替え等

が計画的又は頻繁に行われた場合であって，運転条件が所定の

制限値以内にある運転状態 

 

 

 

 

 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくは

その誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度

で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であ

って，当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧カ

バウンダリの著しい損傷が生ずるおそれがあるものとして安全

設計上想定すべき事象が発生した状態 

 

(c) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であ

って，当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量

の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想

定すべき事象が発生した状態（使用済燃料に関する事象を含

む。） 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいては，設計基

準事故時の状態で

施設に作用する荷

重は，通常運転時

の状態で施設に作

用する荷重を超え

るもの及び長時間

施設に作用するも

のがない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある本ペ

ージに比較結果を

示す。 

 

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいては，運転時

の異常な過渡変化

時を考慮する必要

が無いため記載し

ない。 

 

 

 

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。 

 MOX 燃料加工施設に

おいては，使用済

燃料の取扱いは無

いため記載しな
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(30／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，積

雪） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 土木構造物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(c)の状態，重大事

故等対処施設については， 

以下の(a)～(d)の状態を考慮する。 

 

(a) 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条件下にお

かれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡変化時

を含むものとする。 

 

(b) 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

 

(c) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，積

雪） 

 

(d) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故，又

は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする

状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い。 

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

（32/77）ページに

比較結果を示す。 

 

 

 (5/77)ページにお

ける土木構造物の

取り扱いと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 事業変更許可申請

書に合わせた記載

とした。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(31／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(b) 重大事故等対処施設

イ. 建物・構築物

(イ) 通常時の状態

MOX 燃料加工施設が運転している状態。

(ロ)  重大事故等時の状態

MOX 燃料加工施設が，重大事故に至るおそれがある事故

又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要

とする状態。 

(ハ) 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積

雪，風）。 

ロ. 機器・配管系

(イ) 通常時の状態

MOX 燃料加工施設が運転している状態。

(ロ) 設計基準事故時の状態

当該状態が発生した場合には MOX 燃料加工施設から多

量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全

設計上想定すべき事象が発生した状態。 

(2) 重大事故等対処施設

a. 建物・構築物

(a) 通常時の状態

MOX 燃料加工施設が運転している状態。

(b) 重大事故等時の状態

MOX 燃料加工施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大

事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。

(c) 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。

b. 機器・配管系

(a) 通常時の状態

MOX燃料加工施設が運転している状態。

(b) 設計基準事故時の状態

当該状態が発生した場合にはMOX燃料加工施設から多量の放射性

物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事

象が発生した状態。 

【記載箇所：5.1(1)a. 建物・構築物に記載している内容】 

a. 建物・構築物

設計基準対象施設については以下の(a)～(c)の状態，重

大事故等対処施設については以下の(a)～(d)の状態を考慮

する。 

(a) 運転時の状態

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条件下

におかれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡

変化時を含むものとする。 

(b) 設計基準事故時の状態

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

(d) 重大事故等時の状態

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故

又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要

とする状態 

【記載箇所：5.1(1)a. 建物・構築物に記載している内容】 

(c) 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，

積雪） 

【記載箇所：5.1(1)b. 機器・配管系に記載している内容】 

b. 機器・配管系

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の状態，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の状態を考慮する。 

(a) 通常運転時の状態

原子炉の起動，停止，出力運転，高温待機及び燃料取替え等

が計画的又は頻繁に行われた場合であって，運転条件が所定の

制限値以内にある運転状態 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態

通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくは

その誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度

で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であ

って，当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧カ

バウンダリの著しい損傷が生ずるおそれがあるものとして安全

設計上想定すべき事象が発生した状態 

(c) 設計基準事故時の状態

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であ

って，当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量

の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想

定すべき事象が発生した状態（使用済燃料に関する事象を含

む。） 

(d) 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風，積

雪） 

 MOX 燃料加工施設に

おいては，運転時

の異常な過渡変化

時を考慮する必要

が無いため記載し

ない。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(32／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(ハ) 重大事故等時の状態

MOX燃料加工施設が重大事故に至るおそれがある事故又

は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要と

する状態。 

(c) 重大事故等時の状態

MOX燃料加工施設が重大事故に至るおそれがある事故又は重大事

故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，通常時に作

用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとす

る。また，屋外に設置される施設の設計用自然条件については，

建物・構築物に準じる。 

(e) 重大事故等時の状態

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故，又

は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする

状態 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(33／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
b. 荷重の種類 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

 

 

 

 

 

(イ) MOX燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通

常時に作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ)地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，通常時に作用している荷重には，機器・配管系

から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震

時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれ

るものとする。 

 

 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2  荷重の種類 

(1) 安全機能を有する施設 

 a. 建物・構築物 

 

 

 

 

 

(a)  MOX燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通常時に作

用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，通常時に作用している荷重には，機器・配管系から作

用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，地震

時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものとする。 

 

 

 

 

 

 

b. 機器・配管系 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 荷重の種類 

 

a. 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

 

 

 

(a) 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している

荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気

象条件による荷重 

 

 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重（長時間継続

する事象による荷重と異常時圧力の最大値の2 種類を考慮す

る。） 

 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

 

 

ただし，運転時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故

等時の状態での荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含

まれるものとし，地震力には，地震時の土圧，機器・配管系か

らの反力，スロッシング等による荷重が含まれるものとする。 

 

 

 

 

 

b. 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉との資料構成

の違いであり，MOX

燃料加工施設の記載

がある(35/77）ペー

ジに比較結果を示

す。 

 MOX 燃料加工施設に

おいては，通常の

気象条件による荷

重は考慮する必要

は無い。 

 MOX 燃料加工施設に

おいては，運転時

の状態で施設に作

用する荷重は通常

時の荷重に含まれ

る。 

 設計基準事故時の

扱いは（29/77）ペ

ージの 5.1.1(1)と

同様。 

 

 

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設の

記載がある

(35/77）ページに

比較結果を示す。 
 

 基本設計方針に示

す地震時水圧に

は，スロッシン

グ，構築物からの

反力や慣性力が含

まれるため，その

他の荷重を含めた

表現とした。 

 

 

 発電炉との資料構成

の違いであり，MOX

燃料加工施設の記載

がある(35/77）ペー

ジに比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(34／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
(イ)  通常時に作用している荷重 

 

(ロ) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

(ハ) 地震力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし，各状態において施設に作用している荷重には，

通常時に作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が

含まれるものとする。また，屋外に設置される施設につい

ては，建物・構築物に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 通常時に施設に作用する荷重 

 

(b) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

(c) 地震力  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している 

荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に

設置される施設の積雪荷重，風荷重については，建物・構築物に準じ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重（長時間継続

する事象による荷重と異常時圧力の最大値の2 種類を考慮す

る。） 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 土木構造物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

(a) 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している

荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気

象条件による荷重 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいては，運転時

及び運転時の異常

な過渡変化時を考

慮する必要が無い

ため記載しない。 

 事業変更許可申請

書に合わせた記載

として，本ページ

(e)下部に記載し

た。 

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。 

 

 上記（5/77）ペー

ジにおける土木構

造物の取り扱いと

同様。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(35／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(b) 重大事故等対処施設

イ．建物・構築物

(イ) MOX 燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通常

時に作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土

圧及び水圧

(ロ) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重

(ハ) 地震力，積雪荷重及び風荷重

ただし，通常時及び重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重には，設備・機器から作用する荷重が含まれるもの

とし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び設備・機

器からの反力が含まれるものとする。 

ロ. 機器・配管系

(イ) 通常時に作用している荷重

(ロ) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

(ハ) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重

(ニ) 地震力

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，通常

時に作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含ま

れるものとする。また，屋外に設置される施設については，

建物・構築物に準じる。 

(2) 重大事故等対処施設

a．建物・構築物

(a) MOX 燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通常時に作用

している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧

(b) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重

(c) 地震力，積雪荷重及び風荷重

ただし，通常時及び重大事故時等に作用している荷重には，機器・

配管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時

土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものとす

る。 

b. 機器・配管系

(a) 通常時に作用している荷重

(b) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

(c) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重

(d) 地震力

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，通常時に作用してい

る荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に

設置される施設の積雪荷重，風荷重については，建物・構築物に準じる。 

【記載箇所：5.1(2)a. 建物・構築物に記載している内容】 

a. 建物・構築物

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事故

等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

(a) 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している

荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気

象条件による荷重

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重（長時間継続

する事象による荷重と異常時圧力の最大値の2 種類を考慮す

る。） 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重

【記載箇所：5.1(2)b. 機器・配管系に記載している内容】 

b. 機器・配管系

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

(a) 通常運転時の状態で施設に作用する荷重

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重（長時間継続

する事象による荷重と異常時圧力の最大値の2 種類を考慮す

る。） 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。

 MOX 燃料加工施設に

おいては，運転時

及び運転時の異常

な過渡変化時を考

慮する必要が無い

ため記載しない。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(36／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
c. 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝

撃による損傷の防止」で設定している風及び積雪による荷重を考

慮し，以下のとおり設定する。 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

 

 

 

 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物については，通常時に作用

している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），

積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力と

を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

(ロ) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス施設を有する建

物・構築物については，通常時に作用している荷重，

積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓ以外の地震動に

よる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この際，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧につ

いて，基準地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水

圧とする。 

5.1.3  荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

 

 

(1) 安全機能を有する施設 

a. 建物・構築物 

  

 

 

 

(a) Ｓクラスの建物・構築物については，通常時に作用している荷

重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重

と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Ｓクラス施設を有する建物・構築物については，通常時に作用

している荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓ以外の地

震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

(c) Ｂクラス及びＣクラス施設を有する建物・構築物については，

通常時に施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，動的地

震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

この際，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準

地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合

わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

(3) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

 

 

 

a. 建物・構築物（d.に記載のものを除く。） 

 

 

 

 

(a) Ｓクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

の建物・構築物については，常時作用している荷重及び運転時

の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。※1，

※2，※3 

 

 

 

 

【記載箇所：5.1(3)(e)に記載している内容】 

(b) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷

重及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時

間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又

は静的地震力を組み合わせる。 

 

 

 (e) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用してい

る荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力

又は静的地震力を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，

常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれのある事象による荷重と地震力とを組み合わせ

る。 

重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設計の考え方

及び確率論的な考察を踏まえ，地震によって引き起こされるお

それのない事象による荷重として扱う。 

 

(d) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，

常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれのない事象による荷重は，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な

地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力）と組み合わせる。この組合せについては，事故事象の発生

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，図書構成の見

直しに伴い(42/77)

に比較結果を示

す。 

 

 基本設計方針に合

わせた記載とした

上で，耐震クラス

に応じて記載を分

けて明確化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設の

記載がある

(42/77）ページに

比較結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(37／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学

的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対

策の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設（原

子炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うその他

の施設を含む）については，いったん事故が発生した場合，長

時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震力を組み合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象

による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

また，その他の施設については，いったん事故が発生した場

合，長時間継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地

震力を組み合わせる。 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用してい

る荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力

又は静的地震力を組み合わせる。 

※1 Ｓクラスの建物・構築物の設計基準事故時の状態で施設に

作用する荷重については，b．機器・配管系の考え方に沿った下

記の2つの考え方に基づき検討した結果として後者を踏まえ，施

設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計

用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力を組み合わせること

としている。この考え方は，ＪＥＡＧ４６０１における建物・

構築物の荷重の組合せの記載とも整合している。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震

によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用

する荷重は，その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ，適

切な地震力と組み合わせて考慮する。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震

によって引き起こされるおそれのない事象であっても，いった

ん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重は，そ

の事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関

係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。 

※2 原子炉格納容器バウンダリを構成する施設については，異

常時圧力の最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組

み合わせる。 

※3 原子炉建屋基礎盤については，常時作用している荷重及び

運転時の状態で施設に作用する荷重と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力との組合せも考慮する。 

 発電炉固有の原子

炉格納容器につい

ての記載であり，

新たな論点が生じ

るものではない。

 事業変更許可申請

書に合わせた記載

とした。

 MOX 燃料加工施設

では，運転時の状

態で施設に作用す

る荷重を考慮する

必要は無い。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

(34/77）ページに

比較結果を示す。

 設計方針に合わせ

た記載とした。

 設計基準事故時の

状態で施設に作用

する荷重は，通常

運転時の状態で施

設に作用する荷重

を超えるもの及び

長時間施設に作用

するものがない。

 発電炉固有の原子

炉格納容器につい

ての記載であり，

新たな論点が生じ

るものではない。

 弾性設計用地震動

Ｓｄとの組合せが

必要なＳクラスの
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(38／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
基礎盤はないため

記載しない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(39／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
ロ. 機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系については，通常時に作用

している荷重及び設計基準事故時に生じる荷重と基準

地震動Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) Ｂクラスの機器・配管系については，通常時に作用

している荷重と共振影響検討用の地震動による地震力

又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) Ｃクラスの機器・配管系については，通常時に作用

している荷重と静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

【記載箇所：3.1.1 c.荷重の組合せと許容限界に記載している

内容】 

(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

ハ.  機器・配管系の設計基準事故時（以下本項目では「事

故」という。）に生じる荷重については，地震によって引き

起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地

震によって引き起こされるおそれのない事故であっても，

いったん事故が発生した場合，長時間継続する事故による

荷重は，その事故の発生確率，継続時間及び地震動の超過

確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Ｓクラスの機器・配管系については，通常時に作用する荷重，

設計基準事故時に生じる荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力，

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合

わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Ｂクラスの機器・配管系については，通常時に作用する荷重と

共振影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力とを組み

合わせる。 

 

(c) Ｃクラスの機器・配管系については，通常時に作用する荷重，

と静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

c. 機器・配管系の設計基準事故時（以下「事故等」という。）に生じ

るそれぞれの荷重については，地震によって引き起こされるおそれの

ある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるお

それのない事故等であっても，いったん事故等が発生した場合，長時

間継続する事故等によって作用する荷重は，その事故等の発生確率，

継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み

合わせて考慮する。 

なお，設計基準事故の状態で施設に作用する荷重は，通常時に施

設に作用する荷重を超えるもの及び長時間施設に作用するものがな

いため，地震荷重と組み合わせるものはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 機器・配管系（d.に記載のものを除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

の機器・配管系については，通常運転時の状態で施設に作用す

る荷重と地震力とを組み合わせる。 

 

(b) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引

き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重

は，その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ，適切な地震

力とを組み合わせる。※ 

 

 

【記載箇所：5.1(3)b. 機器・配管系に記載している内容】 

(f) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時の状

態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設

に作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力を組み合わせ

る。 

 

 

【記載箇所：5.1(3)b. 機器・配管系に記載している内容】 

 (d) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であって

も，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による

荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。原子炉

格納容器については，放射性物質の最終障壁であることを踏ま

え，LOCA後の最大内圧と弾性設計用地震動Ｓｄとの組合せを考

慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいては，運転時

の異常な過渡変化

時を考慮する必要

が無いため記載し

ない。 

 

 

 基本設計方針に合

わせた記載とした

上で，耐震クラス

に応じて記載を分

けて明確化した。 

 

 

 

 設計基準事故時の

状態で施設に作用

する荷重は，通常

運転時の状態で施

設に作用する荷重

を超えるもの及び

長時間施設に作用

するものがない。 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいては，運転時

の異常な過渡変化

時を考慮する必要

が無いため記載し

ない。 

 MOX 燃料加工施設で

は、設計基準事故

時に建物に影響す

る荷重は発生しな

いことから、設計

上考慮する必要が

ないため記載しな

い。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(40／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同

様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷

重及び風荷重を組み合わせる。 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，

運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれのある事象による荷重と地震力とを組

み合わせる。重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震

設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によって引き

起こされるおそれのない事象による荷重として扱う。 

(d) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であって

も，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による

荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。原子炉

格納容器については，放射性物質の最終障壁であることを踏ま

え，LOCA後の最大内圧と弾性設計用地震動Ｓｄとの組合せを考

慮する。 

(e) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，

運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれのない事象による荷重は，その事故事

象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏ま

え，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力）と組み合わせる。この組合せについては，事故

事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考

慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間に

ついては対策の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用する荷重と

地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力）との組合せについては，以下を基本設計とする。原子炉冷

却材圧力バウンダリを構成する設備については，いったん事故

が発生した場合，長期間継続する事象のうち，長時間継続する

事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力を組み合

わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と

 本内容について

は，補足説明資料

「耐震機電 22 地

震時荷重と事故時

荷重との組み合わ

せについて」にて

示す。

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

(44/77）ページに

比較結果を示す。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

（39/77）ページ

に比較結果を示

す。

 発電炉固有の設備

についての記載で

あり，MOX 燃料加

工施設には機能要

求上該当する設備

がないため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

(45/77）ページに

比較結果を示す。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(41／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。また，原子炉格

納容器バウンダリを構成する設備（原子炉格納容器内の圧力，

温度条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）について

は，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による

荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，そ

の状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震

動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。また，その他の施__設

については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事

象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

(f) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時の状

態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設

に作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力を組み合わせ

る。 

※ 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備については，異常

時圧力最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合

わせる。 

 重大事故等対処施

設の機器・配管系

の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

(37/77）ページに

比較結果を示す。

 発電炉固有の設備に

ついての記載であ

り，MOX 燃料加工施

設には機能要求上該

当する設備がないた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(42／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
(b) 重大事故等対処施設 

 

イ．建物・構築物 

 (イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の建物・構築物については，通常時に

作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），積雪荷重，風荷重及び基準地震動Ｓｓによる地震

力とを組み合わせる。 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の建物・構築物については，通常時に

作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされる

おそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動

Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の建物・構築物については，通常時に

作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされる

おそれがない事象による荷重は，その事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏ま

え，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地

震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせる。この組み合

わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び

地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的

に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策

の成立性も考慮した上で設定する。 

 

 

(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建

物・構築物については，通常時に作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び

風荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静

的地震力とを組み合わせる。 

 

 

この際，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧につ

いて，基準地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水

圧とする。 

(2) 重大事故等対処施設 

 

a. 建物・構築物 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重と

基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及

び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によ

って引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と

基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

 

 

(c) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及

び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によ

って引き起こされるおそれがない事象による荷重は，その事故

事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力）と組み合わせる。この組み合わせについて

は，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の

積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継

続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，MOX燃料加工施設については，いったん事故が

発生した場合，長時間継続する事象による荷重と基準地震動Ｓ

ｓによる地震力を組み合わせる。 

 

 (d) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物について

は，通常時に作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），積雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

この際，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準

地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合

わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

 

 

 

 

【記載箇所：5.1(3)ａ．建物・構築物に記載している内容】 

(3) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

a. 建物・構築物（d.に記載のものを除く。） 

 (a) Ｓクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

の建物・構築物については，常時作用している荷重及び運転時

の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。※1，

※2，※3 

 

(b) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷

重及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時

間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又

は静的地震力を組み合わせる。 

 

 

 

【記載箇所：5.1(3)荷重の組合せに記載している内容】 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用してい

る荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力

又は静的地震力を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，

常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれのある事象による荷重と地震力とを組み合わせ

る。重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設計の考

え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によって引き起こされ

るおそれのない事象による荷重として扱う。 

 

(d) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，

常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれのない事象による荷重は，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な

地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力）と組み合わせる。この組合せについては，事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学

的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対

策の成立性も考慮した上で設定する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(43／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
 

以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設（原

子炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うその他

の施設を含む）については，いったん事故が発生した場合，長

時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震力を組み合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象

による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。ま

た，その他の施設については，いったん事故が発生した場合，

長時間継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力

を組み合わせる。 

 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用してい

る荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力

又は静的地震力を組み合わせる。 

 

 

※1 Ｓクラスの建物・構築物の設計基準事故時の状態で施設に

作用する荷重については，b．機器・配管系の考え方に沿った下

記の2つの考え方に基づき検討した結果として後者を踏まえ，施

設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計

用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力を組み合わせること

としている。この考え方は，ＪＥＡＧ４６０１における建物・

構築物の荷重の組合せの記載とも整合している。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震

によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用

する荷重は，その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ，適

切な地震力と組み合わせて考慮する。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震

によって引き起こされるおそれのない事象であっても，いった

ん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重は，そ

の事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関

係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。 

 

 

※2 原子炉格納容器バウンダリを構成する施設については，異

常時圧力の最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組

み合わせる。 

 

 

※3 原子炉建屋基礎盤については，常時作用している荷重及び

運転時の状態で施設に作用する荷重と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力との組合せも考慮する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(44／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
ロ. 機器・配管系

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系については，通常時に

作用している荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組

み合せる。

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系については，通常時に

作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事

故等時の状態で施設に作用している荷重のうち，地震

によって引き起こされるおそれがある事象によって作

用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わ

せる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそ

れがある事象であるかについては，安全機能を有する

施設の耐震設計の考え方に基づき設定する。

b. 機器・配管系

(ａ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系については，通常時に作用している荷重

と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合せる。 

(ｂ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系については，通常時に作用している荷

重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作

用している荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれが

ある事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力

を組み合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるお

それがある事象であるかについては，安全機能を有する施設の

耐震設計の考え方に基づき設定する。 

b. 機器・配管系（d.に記載のものを除く。）

(a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

の機器・配管系については，通常運転時の状態で施設に作用す

る荷重と地震力とを組み合わせる。 

(b) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引

き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重

は，その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ，適切な地震

力とを組み合わせる。※

【記載箇所：5.1(3)b. 機器・配管系に記載している内容】 

(f) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時の状

態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設

に作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力を組み合わせ

る。 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，

運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれのある事象による荷重と地震力とを組

み合わせる。重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震

設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によって引き

起こされるおそれのない事象による荷重として扱う。 

(d) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であって

も，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による

荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。原子炉

格納容器については，放射性物質の最終障壁であることを踏ま

え，LOCA後の最大内圧と弾性設計用地震動Ｓｄとの組合せを考

慮する。 

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

（39/77）ページ

に比較結果を示

す。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(45／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
 (ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系については，通常時に

作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事

故等時の状態で施設に作用している荷重のうち，地震

によって引き起こされるおそれがない事象による荷重

は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震

動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組

み合わせる。この組合せについては，事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮

し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続

時間については対策の成立性も考慮した上で設定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｃ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系については，通常時に作用している荷

重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作

用している荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれが

ない事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及

び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地

震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わ

せる。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間

及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘

案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考

慮した上で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，

運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれのない事象による荷重は，その事故事

象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏ま

え，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力）と組み合わせる。この組合せについては，事故

事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考

慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間に

ついては対策の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用する荷重と

地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力）との組合せについては，以下を基本設計とする。原子炉冷

却材圧力バウンダリを構成する設備については，いったん事故

が発生した場合，長期間継続する事象のうち，長時間継続する

事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力を組み合

わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と

基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。また，原子炉格

納容器バウンダリを構成する設備（原子炉格納容器内の圧力，

温度条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）について

は，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による

荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，そ

の状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震

動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。また，その他の施__設

については，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事

象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(46／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機

器・配管系については，通常時に作用している荷重と

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力を

組み合わせる。 

 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と

同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

(ｄ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系について

は，通常時に作用している荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力又は静的地震力を組み合わせる。 

 

 

(f) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時の状

態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設

に作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力を組み合わせ

る。 

 

 

 

 

【記載箇所：5.1(3)b. 機器・配管系に記載している内容】 

 (d) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であって

も，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による

荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。原子炉

格納容器については，放射性物質の最終障壁であることを踏ま

え，LOCA後の最大内圧と弾性設計用地震動Ｓｄとの組合せを考

慮する。 

 

※ 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備については，異常

時圧力最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合

わせる。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(47／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
c. 土木構造物

(a) 屋外重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木

構造物については，常時作用している荷重及び運転時に施設に

作用する荷重と地震力とを組み合わせる。なお，屋外重要土木

構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物について

は，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態

及び重大事故時の状態で施設に作用する荷重のうち地震によっ

て引き起こされるおそれのある事象による荷重はない。 

(b) その他の土木構造物並びに常設耐震重要重大事故防止設備

以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設

の土木構造物については，常時作用している荷重及び運転時の

状態で施設に作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力を組

み合わせる。 

なお，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物について

は，運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重はない。 

d. 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防

止設備が設置された建物・構築物 

(a) 津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物

については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に

作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

(b) 浸水防止設備及び津波監視設備については，常時作用して

いる荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重等と基準地震

動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

上記d.(a)及び(b)については，地震と津波が同時に作用する可

能性について検討し，必要に応じて基準地震動Ｓｓによる地震

力と津波による荷重の組合せを考慮する。また，津波以外によ

る荷重については，「(2) 荷重の種類」に準じるものとする。 

 (5/77)ページにお

ける土木構造物の

取り扱いと同様。

 MOX 燃料加工施設に

おいては，敷地高

さに津波が到達し

ないことを事業変

更許可申請書にお

いて記載している

ため，該当はな

い。

54



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(48／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(c) 荷重の組合せ上の留意事項

イ． 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当

該部分の支持機能を確認する場合においては，支持される

施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している

荷重とを組み合わせる。

ロ．動的地震力については，水平2方向と鉛直方向の地震力と

を適切に組み合わせて算定するものとする。

ハ. 機器・配管系の設計基準事故時（以下本項目では「事

故」という。）に生じる荷重については，地震によって引き

起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地

震によって引き起こされるおそれのない事故であっても，

いったん事故が発生した場合，長時間継続する事故による

荷重は，その事故の発生確率，継続時間及び地震動の超過

確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮す

る。

5.1.4  荷重の組合せ上の留意事項 

(1) 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支

持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応

じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。

(2) 安全機能を有する施設について，動的地震力については，水平２

方向と鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせて算定するものとす

る。

(3) 安全機能を有する施設について，ある荷重の組合せ状態での評価

が明らかに厳しいことが判明している場合には，その妥当性を示した

上で，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないものとする。

(4) 安全機能を有する施設について，複数の荷重が同時に作用し，そ

れらの荷重による応力の各ピークの生起時刻に明らかなずれがある場

合は，その妥当性を示した上で，必ずしもそれぞれの応力のピーク値

を重ねなくてもよいものとする。

e. 荷重の組合せ上の留意事項

(a) 動的地震力については，水平２方向と鉛直方向の地震力と

を適切に組み合わせて算定するものとする。

(b) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しい場合に

は，その妥当性を示した上で，その他の荷重の組合せ状態での

評価は行わないものとする。

(c) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応力の各

ピークの生起時刻に明らかなずれがある場合は，その妥当性を

示した上で，必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくて

もよいものとする。

(d) 設計基準対象施設において上位の耐震重要度分類の施設を

支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合に

おいては，支持される施設の耐震重要度分類に応じた地震力

と，常時作用している荷重，運転時に施設に作用する荷重及び

その他必要な荷重とを組み合わせる。

重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支

持機能を確認する場合においては，支持される施設の設備区分

に応じた地震力と常時作用している荷重，重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせ

る。 

【記載箇所：5.1(3)e.荷重の組合せ上の留意事項に記載してい

る内容】 

(a) 動的地震力については，水平２方向と鉛直方向の地震力と

を適切に組み合わせて算定するものとする。

(b) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しい場合に

は，その妥当性を示した上で，その他の荷重の組合せ状態での

評価は行わないものとする。

(c) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応力の各

ピークの生起時刻に明らかなずれがある場合は，その妥当性を

示した上で，必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくて

もよいものとする。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある本ペ

ージに比較結果を

示す。

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設の

記載がある

（42/77)ページに

比較結果を示す。

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(49／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
ニ. 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を

有する施設及び重大事故等対処施設のうち，積雪による受

圧面積が小さい施設や，通常時に作用している荷重に対し

て積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組

合せを考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

ホ. 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置さ

れている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の

うち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視でき

ないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力

との組合せを考慮する。 

 

 

 

 

 

ヘ. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・

構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，

支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用

している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧）及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重

及び風荷重を組み合わせる。 

 

 

 (5) 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施

設及び重大事故等対処施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設

や，通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる

施設を除き，地震力との組合せを考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安

全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち，風荷重の影響が

地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の

施設においては，地震力との組合せを考慮する。 

 

 

 

 

 

 

(7) 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当

該部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の設備

分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並び

に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

(e) 地震と組み合わせる自然条件として，風及び積雪を考慮す

る。風及び積雪は，施設の設置場所，構造等を考慮して，風荷

重及び積雪荷重として地震荷重と組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：5.1(3)e.荷重の組合せ上の留意事項に記載してい

る内容】 

 (e) 地震と組み合わせる自然条件として，風及び積雪を考慮す

る。風及び積雪は，施設の設置場所，構造等を考慮して，風荷

重及び積雪荷重として地震荷重と組み合わせる。 

 

 

 

【記載箇所：5.1(3)e.荷重の組合せ上の留意事項に記載してい

る内容】 

 (d) （中略） 

重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支

持機能を確認する場合においては，支持される施設の設備区分

に応じた地震力と常時作用している荷重，重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせ

る。 

 

 

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。 

 

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設の

記載がある本ペー

ジに比較結果を示

す。 

 

 

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。 

 

 

 

 

 

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(50／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
d. 許容限界 

 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許

容限界は，以下のとおりとし，安全上適切と認められる規格及

び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物 

 

 

 

ⅰ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力と

の組合せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対して

おおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対し

て，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基

準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容

限界 

建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断

ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有

し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力

時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を

有することとする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は

応力を漸次増大していくとき，その変形又はひずみが著

しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式

等に基づき適切に定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5  許容限界 

 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次

のとおりとし，JEAG4601等の安全上適切と認められる規格及び基準又は試

験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

 

(1) 安全機能を有する施設 

ａ．建物・構築物 

（a）Ｓクラスの建物・構築物 

 

 

 

イ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応

力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基

準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

 

建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)

が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごと

のせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に

対して，妥当な安全余裕を持たせることとする。 

 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸

次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに至

る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 許容限界 

 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許

容限界は次の通りとし，ＪＥＡＧ４６０１等の安全上適切と認

められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値

を用いる。 

 

a. 建物・構築物 

(a) Ｓクラスの建物・構築物（d.に記載のものは除く。） 

 

 

 

イ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による

許容応力度を許容限界とする。 

 

ただし，冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子

炉格納容器バウンダリを構成する施設における長期的荷重との

組合せを除く。）に対しては，下記ロ.に示す許容限界を適用す

る。 

 

 

 

 

 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

 

建物・構築物が構造物全体としての変形能力（終局耐力時の

変形）に対して十分な余裕を有し，終局耐力に対して妥当な安

全余裕をもたせることとする。 

 

 

また，終局耐力は，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸

次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに

至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定め

るものとする。 

 (b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)に示すＳクラスの建物・構築物の基準地震動Ｓｓによ

る地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5/77)ページにお

ける土木構造物の

取り扱いと同様。 

 

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。 

 

 

 MOX 燃料加工施設

では，設計基準事

故時の状態で施設

に作用する荷重

は，長時間施設に

作用する事故時荷

重はないため記載

しない。 

 

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設

には，常設重大事

故緩和設備に該当

する設備は存在し

ないため記載しな

い。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(51／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物（(ホ)に記載

のものを除く。）

上記(イ)ⅰ.による許容応力度を許容限界とする。 

【記載箇所：3.1.1（5）設計における留意事項に記載している

内容】 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造

物

（中略） 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は

補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して

支持機能が損なわれない設計とする。 

(ハ) 建物・構築物の保有水平耐力

建物・構築物（土木構造物を除く。）については，当該

建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対し

て，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していること

を確認する。 

(ニ) 遮蔽性，閉じ込め機能を考慮する施設

構造強度の確保に加えて遮蔽性，閉じ込め機能が必要な

建物・構築物については，その機能を維持できる許容限界

を適切に設定するものとする。 

(ホ) 土木構造物

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力

度を許容限界とする。 

（b）Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物（h.に記載のものは除

く）

上記（a）イ．による許容応力度を許容限界とする。 

（c）耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物（(e),(f)に

記載のものは除く）

上記(a)ロ.を適用するほか，耐震重要度の異なる施設を支持す

る建物・構築物が，変形等に対してその支持機能を損なわれない

ものとする。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能

を損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設に

適用される地震力とする。 

（d）建物・構築物の保有水平耐力

建物・構築物(土木構造物を除く)については，当該建物・構築

物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して，耐震重要度に応

じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 

（e）閉じ込め機能を考慮する施設

構造強度の確保に加えて閉じ込め機能が必要な建物・構築物につ

いては，その機能を維持できる許容限界を適切に設定するものとす

る。 

（f）土木構造物

 地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力

に対して，安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度

を許容限界とする。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設の設計基

準事故時の状態における長期的荷重と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力との組合せに対する許容限界は，上記(a)イ.に示す

Ｓクラスの建物・構築物の弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

(c) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.による許容応力度を許容限界とする。 

(d) 耐震重要度の異なる施設又は施設区分の異なる重大事故等

対処施設を支持する建物・構築物

上記(a)ロ.の項を適用するほか，耐震重要度の異なる施設又

は施設区分の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築

物の変形等に対して，その支持機能を損なわないものとする。

なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持され

ることを確認する際の地震動は，支持される施設に適用される

地震動とする。 

(e) 建物・構築物の保有水平耐力

建物・構築物については，当該建物・構築物の保有水平耐力

が必要保有水平耐力に対して耐震重要度分類又は重大事故等対

処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する

耐震重要度分類に応じた安全余裕を有しているものとする。 

ここでは，常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処

施設については，上記における重大事故等対処施設が代替する

機能を有する設計基準対象施設が属する耐震重要度分類をＳク

ラスとする。

 発電炉固有の原子

炉格納容器につい

ての記載であり，

新たな論点が生じ

るものではない。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設の

記載がある

（54/77）ページに

比較結果を示す。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設の

記載がある

（54/77）ページに

比較結果を示す。

• 基本設計方針に合わ

せた上で，対象外の

施設を明確化した。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設の

記載がある

（54/77）ページに

比較結果を示す。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設の

記載がある

（55/77）ページに

比較結果を示す。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(52／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 

【記載箇所：3.1.1（5）設計における留意事項に記載している

内容】 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造

物

（中略） 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は

補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して

支持機能が損なわれない設計とする。 

ロ. 機器・配管系

(イ) Ｓクラスの機器・配管系

ⅰ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力と

の組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性

状態に留まるように，降伏応力又はこれと同等の安全性

を有する応力を許容限界とする。 

【記載箇所：3.1.1（1）a. 安全機能を有する施設に記載してい

る内容】 

(c) 抜粋

機器・配管系については，応答が全体的におおむね弾性状

態に留まる設計とする。

(g)耐震重要度の異なる施設を支持する土木構造物

上記(e)イ.またはロ.を適用するほか，耐震重要度の異なる施設

を支持する土木構造物が，変形等に対してその支持機能を損なわ

れないものとする。なお，当該施設を支持する土木構造物の支持

機能を損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施

設に適用される地震力とする。

b．機器・配管系 

（a）Ｓクラスの機器・配管系

ⅰ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留

まるように，降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許

容限界とする。 

b. 機器・配管系

(a) Ｓクラスの機器・配管系（d.に記載のものは除く。）

イ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるものとする。 

ただし，冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子

炉格納容器バウンダリを構成する設備，非常用炉心冷却設備等

における長期的荷重との組合せを除く。）に対しては，下記(a)

ロ.に示す許容限界を適用する。

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。

 MOX 燃料加工施設

には，冷却材喪失

事故が想定されな

いためため記載し

ない。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(53／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
ⅱ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容

限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度

に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。 

なお，地震時又は地震後の機器・配管系の動的機能又は

電気的機能要求については，実証試験等により確認されて

いる機能維持加速度等を許容限界とする。 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系

上記 (イ) ⅰ.による応力を許容限界とする。

【記載箇所：3.1.1（1）a. 安全機能を有する施設に記載してい

る内容】 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に

対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計

とする。また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれの

ある施設については，その影響についての検討を行う。

その場合，検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓ

ｄに2分の1を乗じたものとする。当該地震動による地震

力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わ

せて算定するものとする。 

ⅱ . 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さ

なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設

の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値

を許容限界とする。 

なお，地震時又は地震後の機器・配管系の動的機能又は電気的機能

要求については，実証試験等により確認されている機能維持加速度

等を許容限界とする。 

（b）Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系

上記b．（a）ⅰ.による応力を許容限界とする。

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベル

にとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要

求される機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重等を

制限する。 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系

上記(a)ロ.に示すＳクラスの機器・配管系の基準地震動Ｓｓ

による地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備及び非常

用炉心冷却設備等の弾性設計用地震動Ｓｄと設計基準事故時の

状態における長期的荷重との組合せに対する許容限界は，上記

(a)イ.に示すＳクラスの機器・配管系の弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適

用する。 

(c) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重

大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるものとする。 

(d) チャンネル・ボックス

チャンネル・ボックスは，地震時に作用する荷重に対して，

燃料集合体の冷却材流路を維持できること及び過大な変形や破

損により制御棒の挿入が阻害されることがないものとする。 

・基本設計方針に合

わせた記載とし

た。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

MOX 燃料加工施設

の記載がある

（54/77）ページに

比較結果を示す。

 発電炉固有の原子

炉格納容器につい

ての記載であり，

新たな論点が生じ

るものではない。

 発電炉固有の機能

要求であり，MOX 燃

料加工施設には類

似する機能要求が

ないため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(54／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(b)  重大事故等対処施設

イ. 建物・構築物

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設の建物・構築物

上記(a)イ.(イ)ⅱ.を適用する。 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築

物

上記(a)イ.(ロ)を適用する。 

(ハ) 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・

構築物

上記(イ)を適用するほか，建物・構築物が，変形等に対

してその支持機能を損なわれないものとする。なお，当該

施設を支持する建物・構築物の支持機能を損なわれないこ

とを確認する際の地震力は，支持される施設に適用される

地震力とする。 

(ニ) 建物・構築物の保有水平耐力

建物・構築物については，当該建物・構築物の保有水平

耐力が必要保有水平耐力に対して，重大事故等対処施設が

代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震

重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認す

る。 

(ホ)  気密性，遮蔽性を考慮する施設

構造強度の確保に加えて気密性，遮蔽性が必要な建物・

構築物については，その機能を維持できる許容限界を適切

に設定するものとする。 

ロ. 機器・配管系

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系

上記(a)ロ.(イ)ⅱ.を適用する。 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機

器・配管系

上記(a)ロ.(ロ) を適用する。

(2) 重大事故等対処施設

a. 建物・構築物

（a）常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物（h.に記載のものは除く）

上記（a）ロ．による許容応力度を許容限界とする。 

（b）常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物（i.に記載の

ものは除く）

上記(1)a.(b)による許容応力度を許容限界とする。 

（c）耐震重要度の異なる施設又は設備分類の異なる重大事故等対処

施設を支持する建物・構築物（h.に記載のものは除く）

上記(a)を適用するほか，耐震重要度の異なる施設又は設備分類

の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物が，変形等

に対してその支持機能を損なわれないものとする。なお，当該施

設を支持する建物・構築物の支持機能を損なわれないことを確認

する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。 

（d）建物・構築物の保有水平耐力

建物・構築物については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要

保有水平耐力に対して，重大事故等対処施設が代替する機能を有す

る安全機能を有する施設が属する耐震重要度に応じた適切な安全余

裕を有していることを確認する。 

（e）気密性，遮蔽性を考慮する施設

構造強度の確保に加えて気密性，遮蔽性が必要な建物・構築物につ

いては，その機能を維持できる許容限界を適切に設定するものとす

る。 

b. 機器・配管系

（a）常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設の機器・配管系

上記(1)b.(a) ii.による応力を許容限界とする。 

（b）常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系

上記(1)b.(b)による応力を許容限界とする。 

【記載箇所：5.1(4)a.建物・構築物に記載している内容】 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物

上記(a)に示すＳクラスの建物・構築物の基準地震動Ｓｓによ

る地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設の設計基

準事故時の状態における長期的荷重と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力との組合せに対する許容限界は，上記(a)イ.に示す

Ｓクラスの建物・構築物の弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

【記載箇所：5.1(4)a.建物・構築物に記載している内容】 

(c) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.による許容応力度を許容限界とする。 

(d) 耐震重要度の異なる施設又は施設区分の異なる重大事故等

対処施設を支持する建物・構築物

上記(a)ロ.の項を適用するほか，耐震重要度の異なる施設又

は施設区分の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築

物の変形等に対して，その支持機能を損なわないものとする。

なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持され

ることを確認する際の地震動は，支持される施設に適用される

地震動とする。 

【記載箇所：5.1(4)b.機器・配管系に記載している内容】 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系

上記(a)ロ.に示すＳクラスの機器・配管系の基準地震動Ｓｓ

による地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備及び非常

用炉心冷却設備等の弾性設計用地震動Ｓｄと設計基準事故時の

状態における長期的荷重との組合せに対する許容限界は，上記

(a)イ.に示すＳクラスの機器・配管系の弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適

用する。 

【記載箇所：5.1(4)b.機器・配管系に記載している内容】 

(c) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重

大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるものとする。 

• 事業変更許可申請書

に合わせたうえで，

対象外の施設を明確

化した。

 発電炉固有の原子

炉格納容器につい

ての記載であり，

新たな論点が生じ

るものではない。

• 事業変更許可申請書

に合わせたうえで，

対象外の施設を明確

化した。

• 事業変更許可申請書

に合わせたうえで，

対象外の施設を明確

化した。

• 事業変更許可申請書

に合わせたうえで，

対象外の施設を明確

化した。

 発電炉固有の原子

炉格納容器につい

ての記載であり，

新たな論点が生じ

るものではない。

 発電炉との資料構

成の違いであり，

新たな論点が生じ

るものではない。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(55／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
   

c. 土木構造物 

(a) 屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備又

は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土

木構造物 

イ. 静的地震力との組合せに対する許容限界 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許

容限界とする。 

 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

新設屋外重要土木構造物の構造部材の曲げについては許容応

力度，構造部材のせん断については許容せん断応力度を許容限

界とするが，構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについ

ては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局

曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐

力を許容限界とする場合もある。既設屋外重要土木構造物の構

造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間変

形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コン

クリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限界と

する。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界

に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，それぞれの安

全余裕については各施設の機能要求等を踏まえ設定する。 

 

(b) その他の土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備以

外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の

土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許

容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設で

は，該当する施設

は無いため記載し

ない。 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設で

は，該当する施設

は無いため記載し

ない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(56／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
d. 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防

止設備が設置された建物・構築物 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物に

ついては，当該施設及び建物・構築物が構造全体として変形能

力（終局耐力時の変形）及び安定性について十分な余裕を有す

るとともに，その施設に要求される機能（津波防護機能及び浸

水防止機能）が保持できるものとする。 

浸水防止設備及び津波監視設備については，その施設に要求

される機能（浸水防止機能及び津波監視機能）が保持できるも

のとする。 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいては，敷地高

さに津波が到達し

ないことを事業変

更許可申請書にお

いて記載している

ため，該当はな

い。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(57／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 

【記載箇所：2.1 安全機能を有する施設の地盤に記載している内

容】 

安全機能を有する施設のうち，Ｓクラスの施設及びそれらを

支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限

界については，自重や運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる

地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切

と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対

して，妥当な余裕を有することを確認する。 

【記載箇所：2.2 重大事故等対処施設の地盤に記載している内容】 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設の地盤の接地圧に対する

支持力の許容限界については，自重や運転時の荷重等と基準地

震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地

圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極

限支持力度に対して，妥当な余裕を有することを確認する。 

【記載箇所：2.1 安全機能を有する施設の地盤に記載している内

容】 

また，上記のうちＳクラスの施設の建物・構築物にあっては，

自重や運転時の荷重等と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

又は静的地震力との組み合わせにより算定される接地圧につ

いて，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短

期許容支持力度を許容限界とする。 

(3) 基礎地盤の支持性能

ａ．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設耐震重要

重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築

物，機器・配管系の基礎地盤 

(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の

極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。 

(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準による

地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

e. 基礎地盤の支持性能

(a) Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，屋外

重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大

事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築

物，機器・配管系，土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備

及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置

された建物・構築物の基礎地盤 

イ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準等による地

盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認す

る。 

ロ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界

（屋外重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・

構築物，機器・配管系，土木構造物，津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が

設置された建物・構築物の基礎地盤を除く。） 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準等に

よる地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 (5/77)ページにお

ける屋外重要土木

構造物の取り扱い

と同様。

 事業変更許可申請

書において，敷地

に到達する津波は

ないことを記載し

ているため，当該

事項に係る内容は

記載していない。

 基本設計方針に合

わせた記載とし

た。

 上記(48/77)ページ

における屋外重要

土木構造物，重大

事故等対処施設，

津波防護施設等の

取り扱いと同様。

 基本設計方針に合

わせた記載とした。 

 上記(48/77)ページ

における屋外重要

土木構造物，重大

事故等対処施設，

津波防護施設等の

取り扱いと同様。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(58／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
【記載箇所：2.1 安全機能を有する施設の地盤に記載している内

容】 

安全機能を有する施設のうち，Ｂクラス及びＣクラスの施設

の地盤においては，自重や運転時の荷重等と，静的地震力及び

動的地震力（Ｂクラスの共振影響検討に係るもの）との組合せ

により算定される接地圧に対して，安全上適切と認められる規

格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とす

る。 

 

 

 

 

【記載箇所：2.2 重大事故等対処施設の地盤に記載している内容】 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物及び機器・配管系の地盤において

は，自重や運転時の荷重等と，静的地震力及び動的地震力

（Ｂクラスの施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備

の共振影響検討に係るもの）との組合せにより算定される接

地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準に基づ

く地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系，常設耐震重

要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤 

 

上記(3)a.(b)を適用する。 

 

 

(b) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系及び

その他の土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・

構築物，機器・配管系及び土木構造物の基礎地盤 

上記(a)ロ.による許容支持力度を許容限界とする。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(59／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
【記載箇所：3.1.1（4）d.(b) ロ.機器・配管系に記載している

内容】 

ロ. 機器・配管系 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系 

ⅰ 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力と

の組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾

性状態に留まるように，降伏応力又はこれと同等の安

全性を有する応力を許容限界とする。 

ⅱ 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容

限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，そ

の量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な

余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがな

い限度に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

なお，地震時又は地震後の機器・配管系の動的機能

又は電気的機能要求については，実証試験等により確

認されている機能維持加速度等を許容限界とする。 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1（4）d. (b) ロ.機器・配管系に記載している

内容】 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設の機器・配管系 

上記(a)ロ.(イ)ⅱを適用する。 

 

【記載箇所：3.1.1（4）d. (b)イ.(ホ)に記載している内容】 

 (ホ)  気密性，遮蔽性を考慮する施設 

構造強度の確保に加えて気密性，遮蔽性が必要な建物・

構築物については，その機能を維持できる許容限界を適切

に設定するものとする。 

 

【記載箇所：3.1.1（6）緊急時対策所に記載している内容】 

 (6) 緊急時対策所 

緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がない設計とする。緊急時対策建屋については，耐震構造とし，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽性能を確保する設計

とする。 

また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンクリ

ート構造とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，緊急時

対策建屋の換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保す

る設計とする。 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界につい

ては，「(3) 地震力の算定方法」及び「(4) 荷重の組合せと許容

限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系を適用する。 

 

 

5.2  機能維持 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，その機器に

要求される安全機能を維持するため，回転機器及び弁の機種別に分類し，

その加速度を用いることとし，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じ

た地震動に対して，各々に要求される動的機能が維持できることを試験又

は解析により確認することで，当該機能を維持する設計とするか，若しく

は応答加速度による解析等により当該機能を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支持する配管

の地震応答により増加すると考えられるときは，当該配管の地震応答の影

響を考慮し，一定の余裕を見込むこととする。 

 

 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，その機器

に要求される安全機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要

度に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持できることを試

験又は解析により確認し，当該機能を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設の設計方針については，当該施設の申請

に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 機能維持 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，

その機器に要求される安全機能を維持するため，制御棒挿入機

能に係る機器，回転機器及び弁の機種別に分類し，制御棒挿入

機能に係る機器については，燃料集合体の相対変位，回転機器

及び弁については，その加速度を用いることとし，設計基準対

象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に

応じた地震動に対して，各々に要求される動的機能が維持でき

ることを試験又は解析により確認することで，当該機能を維持

する設計とするか，若しくは応答加速度による解析等により当

該機能を維持する設計とする。 

 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支

持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは，当

該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むことと

する。 

 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後におい

て，その機器に要求される安全機能を維持するため，設計基準

対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分

に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持できる

ことを試験又は解析により確認し，当該機能を維持する設計と

する。 

添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津

波設計の基本方針」における津波監視設備及び添付書類「Ⅴ-1-

1-10 通信連絡設備に関する説明書」における通信連絡設備に関

する電気的機能維持の耐震設計方針についても本項に従う。 

 

 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，放射線障害から公衆等を守るため，事故時の放射性気体の

放出，流入を防ぐことを目的として，設計基準対象施設の耐震

重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動

に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度の確保に加えて，

構造強度の確保と換気設備の性能があいまって施設の気圧差を

確保することで，十分な気密性を確保できる設計とする。添付

書類「Ⅴ-1-7-3中央制御室の居住性に関する説明書」及び添付

書類「Ⅴ-1-9-3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書」におけ

る気密性の維持に関する耐震設計方針についても本項に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉固有の設備

についての記載で

あり，MOX 燃料加工

施設には機能要求

上該当する設備が

ないため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 

 

 事業変更許可申請

書において，敷地

に到達する津波は

ないことを記載し

ているため，当該

事項に係る内容は

記載していない。 

 

 要求機能は補足説

明資料「耐震建物

30 建物・構築物の

耐震設計における

安全機能の整理に

ついて」に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(60／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 

【記載箇所：3.1.1（4）d.(a) イ.建物・構築物に記載している

内容】 

（ニ）遮蔽性，閉じ込め機能を考慮する施設

構造強度の確保に加えて遮蔽性，閉じ込め機能が必要

な建物・構築物については，その機能を維持できる許容

限界を適切に設定するものとする。 

【記載箇所：3.1.1（6）緊急時対策所に記載している内容】 

(6) 緊急時対策所

緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がない設計とする。緊急時対策建屋については，耐震構造とし，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽性能を確保する設計

とする。 

また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンクリ

ート構造とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，緊急時

対策建屋の換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保す

る設計とする。 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界につい

ては，「(3) 地震力の算定方法」及び「(4) 荷重の組合せと許容

限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系を適用する。 

【記載箇所：3.1.1（5）設計における留意事項に記載してい

る内容】 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は

補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して

支持機能が損なわれない設計とする。 

(4) 遮蔽性の維持

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震後におい

て，放射線障害から公衆等を守るため，安全機能を有する施設の耐震重

要度及び重大事故等対処設備の設備分類に応じた地震動に対して「5.1 

構造強度」に基づく構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保す

ることで，遮蔽性を維持する設計とする。「添付Ⅱ 放射線による被ばく

の防止に関する説明書」における遮蔽性の維持に関する耐震設計方針に

ついても本項に従う。 

(5) 支持機能の維持

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設

は，地震時及び地震後において，被支持設備の機能を維持するため，被支

持設備の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震

動に対して，構造強度を確保することで，支持機能が維持できる設計とす

る。 

土木構造物については，安全上適切と認められる規格及び基準による許

容応力度を許容限界とし，機器・配管系の支持機能が維持できる設計とす

る。 

(4) 止水性の維持

止水性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，防護対象設備を設置する建物及び区画に，津波に伴う浸水

による影響を与えないことを目的として，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して「5.1 構造強度」に基づく主要な構造部材の

構造健全性の維持に加えて，間隙が生じる可能性のある構造物

間の境界部について，地震力に対して生じる相対変位量等を確

認し，その止水性を維持する設計とする。添付書類「Ⅴ-1-1-2 

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明

書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」に

おける止水性の維持に関する耐震設計方針についても本項に従

う。 

(5) 遮蔽性の維持

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震

後において，放射線障害から公衆等を守るため，設計基準対象

施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応

じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保

し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，遮蔽性を維持す

る設計とする。添付書類「Ⅴ-4-2 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽

及び熱除去についての計算書」及び添付書類「Ⅴ-1-9-3-1 緊急

時対策所の機能に関する説明書」における遮蔽性の維持に関す

る耐震設計方針についても本項に従う。 

(6) 支持機能の維持

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求

される施設は，地震時及び地震後において，被支持設備の機能

を維持するため，被支持設備の耐震重要度分類及び重大事故等

対処施設の施設区分に応じた地震動に対して，構造強度を確保

することで，支持機能が維持できる設計とする。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，耐震壁のせん

断ひずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材に

生じる応力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有していること

で，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計とす

る。 

 津波に起因する止

水性については，

事業変更許可申請

書において，敷地

に到達する津波は

ないことを記載し

ているため，当該

事項に係る内容は

記載していない。

 緊急時対策所の内

容については，後

次回で比較結果を

示す。

67



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(61／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1（4）d.(a) イ.建物・構築物に記載している

内容】 

（ニ）遮蔽性，閉じ込め機能を考慮する施設 

 

構造強度の確保に加えて遮蔽性，閉じ込め機能が必要

な建物・構築物については，その機能を維持できる許容

限界を適切に設定するものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 閉じ込め機能の維持 

 

閉じ込め機能の維持が要求される施設については，地震時及び地震後に

おいて，放射性物質を限定された区域に閉じ込めるため，耐震重要度に応

じた地震動に対して構造強度を確保することで，当該機能が維持できる設

計とする。 

閉じ込め機能が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，

地震時及び地震後において，放射性物質が漏えいした場合にその影響の拡

大を防止するため，閉じ込め機能の維持が要求される壁及び床が耐震重要

度に応じた地震動に対して諸室としての構成を喪失しないことで閉じ込め

機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震力が作用した場合において，新設屋外重要土木構造物の

構造部材の曲げについては，許容応力度，構造部材のせん断に

ついては許容せん断応力度を許容限界とするが，構造部材のう

ち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間変形角又は終

局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及

び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とする場合も

ある。 

また，既設屋外重要土木構造物の構造部材のうち，鉄筋コン

クリートの曲げについては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材

の曲げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん

断についてはせん断耐力を許容限界とする。なお，限界層間変

形角，終局曲率及びせん断耐力に対しては妥当な安全余裕を持

たせることとし，機器・配管系の支持機能が維持できる設計と

する。 

 

車両型設備の間接支持構造物については，地震動に対して，

転倒評価を実施することで機器・配管系の間接支持機能を維持

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設で

は，該当する施設

は無いため記載し

ない。 

 

 

 

 (7/77)ページにお

ける屋外重要土木

構造物の取り扱い

と同様。 

 

 

 

 

 車両型の間接支持

機能を有する設備

は，第 30 条要求に

より設置する設備

であるため，後次

回申請で申請する 

「Ⅲ－６ 地震を

要因とする重大事

故等に対する施設

の耐震性に関する

説明書」にて設計

方針を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(62／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 設計における留意事項 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持

構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物について

は，耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計と

するとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要

施設に該当する設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備

等又は補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地

震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。 

 

b. 波及的影響に対する考慮 

(a) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響

の考慮 

耐震重要施設（以下「上位クラス施設」という。）

は，下位のクラスに属する施設の波及的影響によっ

て，その安全機能が損なわれないものとする。 

 

評価に当たっては，以下の４つの観点をもとに，敷

地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観点より選定

した事象に対して波及的影響の評価を行い，波及的影

響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機

能への影響がないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの機能維持の考え方を，「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方

針」に示す。 

 (7) 通水機能及び貯水機能の維持 

非常時に冷却する海水を確保するための通水機能及び貯水機

能の維持が要求される非常用取水設備は，地震時及び地震後に

おいて，通水機能及び貯水機能を維持するため，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対して，構造強度を確保することで，通水機

能及び貯水機能が維持できる設計とする。 

 

 

地震力が作用した場合において，新設屋外重要土木構造物の

構造部材の曲げについては，許容応力度，構造部材のせん断に

ついては許容せん断応力度を許容限界とするが，構造部材のう

ち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間変形角又は終

局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及

び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とする場合も

ある。地震力が作用した場合において，既設屋外重要土木構造

物の構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界

層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄

筋コンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容

限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力

に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，通水機能及び

貯水機能が維持できる設計とする。 

 

これらの機能維持の考え方を，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持

の基本方針」に示す。なお，重大事故等対処施設の設計におい

ては，設計基準事故時の状態と重大事故等時の状態での評価条

件の比較を行い，重大事故等時の状態の方が厳しい場合は別

途，重大事故等時の状態にて設計を行う。 

 非常時に海水を確

保するための通水

機能の維持が要求

される非常用取水

設備に該当する設

備はない。同様

に，貯水機能の維

持が要求される常

設耐震重要重大事

故等対処設備が設

置される重大事故

等対処施設及び耐

震重要施設はな

い。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(63／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に

用いる地震動又は地震力を適用する。なお，地震動又は地

震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏

まえて適切に設定する。また，波及的影響の確認において

は水平２方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合

に影響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価す

る。 

ここで，下位クラス施設とは，上位クラス施設以外のMOX

燃料加工施設内にある施設（資機材等を含む。）をいう。 

波及的影響を防止するよう現場を維持するため，保安規

定に，機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。 

なお，原子力施設の地震被害情報をもとに，４つの観点

以外に検討すべき事項がないか確認し，新たな検討事項が

抽出された場合には，その観点を追加する。 

イ. 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変

位又は不等沈下による影響

(イ) 不等沈下

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対

して不等沈下により，耐震重要施設の安全機能へ影響

がないことを確認する。 

(ロ) 相対変位

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力によ

る下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により，

耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認す

る。 

ロ. 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における

相互影響

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対

して，耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷

により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを

確認する。 

ハ. 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落

下による耐震重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対

して，建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを

確認する。 

ニ. 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落

下による耐震重要施設への影響

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対

して，建屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを

確認する。 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置され

る重大事故等対処施設に対する波及的影響について

は，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設」に，「安全機
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(64／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に

読み替えて適用する。 

c. 建物・構築物への地下水の影響

耐震重要施設，常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設及び波及的影響の設計対象

とする下位クラス施設のうち，地下に空間を有する建

物・構築物の耐震性を確保するため，周囲の地下水を排

水できるよう地下水排水設備（サブドレンポンプ及び水

位検出器等）を設置する。また，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して，必要な機能が保持できる設計とすると

ともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震

力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可能な設

計とする。

e. 一関東評価用地震動（鉛直）

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであ

ることから，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせ

た影響評価を行う場合には，工学的に水平方向の地震動

から設定した鉛直方向の評価用地震動（以下「一関東評

価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いて，

水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考え

られる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを

確認する。

(6) 緊急時対策所

緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお

それがない設計とする。緊急時対策建屋については，耐震構造

とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽性能を確保

する設計とする。 

また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンク

リート構造とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，緊

急時対策建屋の換気設備の性能とあいまって十分な気密性を

確保する設計とする。 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界につ

いては，「(3)地震力の算定方法」及び「(4)荷重の組合せと許

容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系を適用する。 

・基本設計方針から

添付書類への展開内

容を（71/77）ページ

に示す。

・基本設計方針から

添付書類への展開内

容を（72/77）ページ

に示す。

・基本設計方針から

添付書類への展開内

容を（59/77）及び

（60/77）ページに示

す。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(65／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1（1）a．安全機能を有する施設に記載してい

る内容】 

(g) 耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施

設の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計

とする。

【記載箇所：3.1.1（1）b. 重大事故等対処施設に記載している

内容】 

(f) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重

要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備

の波及的影響によって，その重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわない設計とする。 

【記載箇所：3.1.1（5）設計における留意事項に記載している

内容】 

b. 波及的影響に対する考慮

(a) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設に対する波及的影響の考慮

耐震重要施設(以下「上位クラス施設」という。)は，下位

のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機

能を損なわない設計とする。

(7) 周辺斜面

a. 耐震重要施設

耐震重要施設の周辺斜面は，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対して，耐震重要施設に影響を及ぼすような崩壊を起

こすおそれがない設計とする。 

なお，耐震重要施設周辺においては，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して，施設の安全機能に重大な影響を与え

るような崩壊を起こすおそれのある斜面はない。 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設の周辺斜面は，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，重大事故等に対処するために必要な機能に影響

を及ぼすような崩壊を起こすおそれがない設計とする。 

なお，当該施設の周辺においては，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要

な機能に影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある

斜面はない。 

6. 構造計画と配置計画

安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響

が低減されるように考慮する。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震

力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建

物・構築物は，剛構造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構

造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点か

らできる限り重心位置を低くし，かつ，安定性のよい据え付け状態になる

よう，「9. 機器・配管系の支持方針について」に示す方針に従い配置す

る。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・構築物及び

機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，上位クラス施設に対して離隔を取り配置する若しく

は，上位クラス施設の有する機能を保持する設計とする。 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針

耐震重要施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面

の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。具体的には，

JEAG4601の安定性評価の対象とすべき斜面や，土砂災害防止法での土砂災

害警戒区域の設定離間距離を参考に，個々の斜面高を踏まえて対象斜面を

抽出する。 

上記に基づく対象斜面の抽出については，事業変更許可申請書にて記

載，確認されており，その結果，耐震重要施設周辺においては，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，施設の安全機能に重大な影響を与えるよう

な崩壊を起こすおそれのある斜面はないことを確認している。 

6. 構造計画と配置計画

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配

置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築

物は，地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させ

る。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを

上回る耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力

に対して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるも

のは，耐震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，

安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の支

持方針について」に示す方針に従い配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・

構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，上位クラス施設に対して離隔を取り配置

する若しくは，上位クラス施設の有する機能を保持する設計と

する。 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重

大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については，

基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響がな

いことが確認された場所に設置する。具体的には，ＪＥＡＧ

4601－1987 の安定性評価の対象とすべき斜面や，土砂災害防止

法での土砂災害警戒区域の設定離間距離を参考に，個々の斜面

高を踏まえて対象斜面を抽出する。 

上記に基づく対象斜面の抽出とその耐震安定性評価について

は，設置（変更）許可申請書にて記載・確認されており，その

結果，敷地内土木構造物による斜面の保持等の措置を講じる必

要がないことを確認している。 

 MOX 燃料加工施設に

おいて，常設重大

事故緩和設備は存

在しないため，記

載しない。

 事業変更許可申請

書に合わせた記載

とした。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(66／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1（4）d.許容限界に記載している内容】 

(a) 安全機能を有する施設

イ. 建物・構築物

(イ) Ｓクラスの建物・構築物

ⅰ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震

力との組合せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に

対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格

及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

ⅱ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する

許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひ

ずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有

し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐

力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余

裕を有することとする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重

又は応力を漸次増大していくとき，その変形又はひ

ずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，

既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 

ハ. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物（チ.に記載のものを除く。）

上記イ.(ロ)を適用する。 

【記載箇所：3.1.1（4）d.(a)イ.建物・構築物に記載している

内容】 

(ホ)土木構造物

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力

度を許容限界とする。 

8. ダクティリティ＊に関する考慮

MOX燃料加工施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に

留意し，その構造体のダクティリティを高めるよう設計する。具体的に

は，「Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点」に示す。 

注記 ＊：地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等が，ある

値を超えた際に直ちに損傷に至らないこと，又は直ちに損傷に至らない能

力・特性。 

8. ダクティリティに関する考慮

発電用原子炉施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の

選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよう設

計する。具体的には，添付書類「Ⅴ-2-1-10 ダクティリティに

関する設計方針」に示す。

 用語の解説を記載

した。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(67／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1（4）d.(a)イ.建物・構築物に記載している

内容】 

（ハ） 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持す

る建物・構築物

上記（イ）を適用するほか，建物・構築物が，変形等

に対してその支持機能を損なわれないものとする。な

お，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能を損な

われないことを確認する際の地震力は，支持される施設

に適用される地震力とする。 

【記載箇所：3.1.1（4）d.(b)イ.機器・配管系に記載している

内容】 

(b) 機器・配管系

イ. Ｓクラスの機器・配管系

ⅰ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力と

の組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性

状態に留まるように，降伏応力又はこれと同等の安全性

を有する応力を許容限界とする。 

ⅱ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容

限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度

に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。 

なお，地震時又は地震後の機器・配管系の動的機能又

は電気的機能要求については，実証試験等により確認さ

れている機能維持加速度等を許容限界とする。 

【記載箇所：3.1.1（4）d.(b)ロ.機器・配管系に記載している

内容】 

ロ．機器・配管系

（イ） 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設の機器・配管系

上記(a)ロ.(イ)ⅱを適用する。 

【記載箇所：3.1.1（4）d.(b)ロ.機器・配管系に記載している

内容】 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設の機器・配管系

上記イ.(ロ)による応力，荷重を許容限界とする。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(68／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
【記載箇所：3.1.1（5）設計における留意事項に記載している

内容】 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造

物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震

重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とするとともに，

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該当する設備

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損な

われるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1（1）a.(b)に記載している内容】 

a．安全機能を有する施設 

(a)  耐震重要施設は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそ

れがある地震動（事業変更許可を受けた基準地震動（以下

「基準地震動Ｓｓ」という。））による地震力に対してその

安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

【記載箇所：3.1.1（1）耐震設計の基本方針に記載している内

容】 

b.重大事故等対処施設  

(a)   重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

【記載箇所：3.1.1（1）a.安全機能を有する施設に記載してい

る内容】 

(c) Ｓクラスの安全機能を有する施設は，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがな

い設計とする。 

【記載箇所：3.1.1（1）a. 安全機能を有する施設に記載してい

る内容】 

(f) Ｂクラス及びＣクラスの安全機能を有する施設は，静的

地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられ

る設計とする。また，Ｂクラスの安全機能を有する施設の

うち，共振のおそれのある施設については，その影響につ

いての検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，弾

性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたものとする。当該

地震動による地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適

切に組み合わせて算定するものとする。 

 

(g)  耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する

施設（以下「下位クラス施設」という。）の波及的影響によ

って，その安全機能が損なわれない設計とする。 

 

9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基づいて耐

震設計を行う。それらの支持構造物については，設計の考え方に共通の部

分があること，特にポンプやタンク等の機器，配管系，電気計測制御装置

等については非常に多数設置することからその設計方針をまとめる。 

 

具体的には，機器・配管系の申請時に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行う

に当たり，既設工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な

手法及び条件を用いることを基本とする。 

 

一方，最新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能性を確認し

た上で適用する。 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについて

は，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結

果に基づき水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響

を評価する。 

 

評価対象設備である配管，弁及び機器（容器及びポンプ類）並びに電気

計装品（盤，装置及び器具）のうち，複数設備に共通して適用する計算方

法については，機器・配管系の申請時に示す。 

 

 

 

 

 

評価に用いる環境温度については，「Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有す

る施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書」に従う。 

 

 

 

9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基

づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物については，設計

の考え方に共通の部分があること，特にポンプやタンク等の補

機類，電気計測制御装置，配管系については非常に多数設置す

ることからその設計方針をまとめる。 

具体的には，添付書類「Ⅴ-２-1-11 機器・配管の耐震支持

設計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震

計算を行うに当たり，既工事計画で実績があり，かつ，最新の

知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とす

る。 

一方，最新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能

性を確認した上で適用する。 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合

せについては，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施

した上で，その計算結果に基づき水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

評価対象施設のうち，配管及び弁並びに補機（容器及びポン

プ類）及び電気計装品（盤，装置及び器具）は多数施設してい

ること，また，設備として共通して使用できることから，その

計算方針については添付書類「Ⅴ-2-1-12 配管及び支持構造物

の耐震計算について」及び添付書類「Ⅴ-2-1-13 計算書作成の

方法」に示す。 

 

 

評価に用いる環境温度については，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安全

設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健

全性に関する説明書」に従う。 

 

 

 

 

 

・MOX 燃料加工施設に

おいては，機器を

主要機器と補機と

に区別していない

ことから，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 機器，配管系，電

気計測制御装置等

の耐震支持方針に

ついては各々設計

方針が異なること

から個別の設計方

針としており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計算方針の内容に

ついては，後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(69／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 

【記載箇所：3.1.1（1）b. 重大事故等対処施設に記載している

内容】 

(c) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。

【記載箇所：3.1.1（1）b. 重大事故等対処施設に記載している

内容】 

(e) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設は，代替する機

能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適

用される地震力に十分耐えることができる設計とする。

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事

故等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計におけ

る耐震重要度の分類の方針に基づき，重大事故等対処時の

使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線に

よる公衆への影響の程度に応じて分類し，その地震力に対

し十分に耐えることができる設計とする。

(f) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震

重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設

備の波及的影響によって，その重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわない設計とする。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(70／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1（3）b.動的地震力に記載している内容】 

(b) 動的解析法

イ. 建物・構築物

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特

性等を踏まえ，地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考

慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に

応じて十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。 

動的解析は，原則として，時刻歴応答解析法を用いて求める

ものとする。 

また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波

数応答解析法による。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性

はそれらの形状，構造特性，振動特性，減衰特性を十分考慮し

て評価し，集中質点系に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効

果を考慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎

版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等

については，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することと

し，地盤のひずみに応じた地盤物性値に基づくものとする。設

計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを用い

る。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地

下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定

める。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析

において，主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合

には，実験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に

応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮し

た地震応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震

重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設を支

持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析にお

いて，施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度

以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬

した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も

含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また，

材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性

状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で，選定さ

れた要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。 

建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の変

化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。

有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤におけ

る代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する

ことを基本とする。 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基

に設定した入力地震動に対する構造全体としての変形，並びに地震応答解

析による地震力及び「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切

な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重によ

り発生する局部的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界

内にあることを確認すること(解析による設計)により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを

基本とする。また，評価に当たっては，材料物性のばらつき等を適切に考

慮する。 

・時刻歴応答解析法

・FEM等を用いた応力解析法

・応答スペクトルモーダル解析法

なお，建物・構築物のうち洞道の設計については，地盤と構造物の相互

作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法を用いることとし，地盤及び

構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線

形，非線形解析のいずれかにて行う。土木構造物の評価手法は，JEAG4601

に基づき実施することを基本とする。 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体としての変

形，並びに地震応答解析による地震力及び「4．設計用地震力」

で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力

と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部的な

応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあるこ

とを確認すること（解析による設計）により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とする。また，評価に当たっては，材料物性の

ばらつき等を適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法

・FEM 等を用いた応力解析

 応答スペクトルモ

ーダル解析法の適

用については，発

電炉では適用して

おらず，適用して

いる他先行プラン

ト（高浜第三）に

合わせた記載とし

ており，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。

 （5/77）ページにお

ける土木構造物の取

り扱いと同様。
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【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(71／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構

造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法

を用いる。地震応答解析手法は，地盤及び構造物の地震時にお

ける非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非

線形解析のいずれかによる。地盤の地震応答解析モデルは，構

造物と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。

構造物の地震応答解析に用いる減衰定数については，地盤と構

造物の非線形性を考慮して適切に設定する。 

【記載箇所：3.1.1（5）設計における留意事項に記載している

内容】 

c. 建物・構築物への地下水の影響

耐震重要施設，常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設及び波及的影響の設計対象

とする下位クラス施設のうち，地下に空間を有する建

物・構築物の耐震性を確保するため，周囲の地下水を排

水できるよう地下水排水設備（サブドレンポンプ及び水

位検出器等）を設置する。また，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して，必要な機能が保持できる設計とすると

ともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震

力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可能な設

計とする。 

具体的な評価手法は，「Ⅲ－２ 加工施設の耐震性に関する計算書」に

示す。 

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価につい

ては，「Ⅲ－２－２ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価結果」に示す。 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，FEMを用い

た応力解析等により，静的又は動的解析により求まる地震応力と，組み合

わすべき地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，許容限界内に

あることを確認する。 

地下水位の低下を期待する建物・構築物の評価においては，地下水排水

設備を設置し，基礎スラブ上端以下に地下水位を維持することにより，耐

震設計に用いる揚圧力及び地下水圧を低減させる設計とする。地下水排水

設備は，上記より対象となる建物・構築物の評価に影響するため，建物・

構築物の機能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して

機能を維持するとともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震

力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可能な設計とすることと

し，その評価を地下水排水設備の申請に合わせて次回以降の「Ⅲ－２－４ 

地下水排水設備の耐震性についての計算書」に示す。 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅴ-２-２ 耐震設計上重要な

設備を設置する施設の耐震性についての計算書」，添付書類「Ⅴ

-２-３～Ⅴ-２-１０」の各申請設備の耐震計算書及び添付書類

「Ⅴ-２-１１ 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性に

ついての計算書」に示す。

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価については，添付書類「Ⅴ-２-１２ 水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

原子炉建屋においては，設備の補強や追加等の改造工事に伴

う重量増加を地震応答解析モデルに反映していないことを踏ま

え，重量増加を反映した地震応答解析について，添付書類「Ⅴ-

2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書」の別紙に示し，各耐震計

算書の別紙においてその影響を検討する。 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，

FEM を用いた応力解析等により，静的又は動的解析により求ま

る地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生す

る局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。 

原子炉建屋の評価においては，原子炉建屋地下排水設備を設

置し，原子炉建屋基礎盤底面レベル以深に地下水位を維持する

ことから，浮力及び水圧は考慮しないこととする。原子炉建屋

地下排水設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能を

維持することとし，その評価を添付書類「Ⅴ-２－２－２－１～

Ⅴ－２－２－２－９」に示す。 

 （5/77）ページにお

ける土木構造物の取

り扱いと同様。発電

炉との資料構成の違

いであり，MOX 燃料

加工施設の記載があ

る(69/77）ページに

比較結果を示す。

 燃料加工建屋は構

造の見直しを反映

しており新たな論

点が生じるもので

はない。

・地下水関連の説明内

容との整合を図り，

以下の事項を記載し

た。

⇒地下水位の低下を

期待する建物・構築

物に地下水排水設備

を設けること

⇒耐震評価の前提と

して地下水排水設備

により設計用地下水

位を維持すること

⇒地下水排水設備の

評価は後次回で示す

こと

（耐震評価における考

慮事項と評価結果の

展開に関する内容で

あるため本章にて記

載。） 

本内容については，
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(72／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 

【記載箇所：3.1.1（5）設計における留意事項に記載している

内容】 

d. 一関東評価用地震動（鉛直）

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであること

から，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を

行う場合には，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方

向の評価用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」とい

う。）による地震力を用いて，水平方向と鉛直方向の地震力を組

み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内

に留まることを確認する。 

基準地震動Ｓｓ-Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平

方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価に当たっては，工学的に

水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動（以下「一関東評

価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いた場合においても，水

平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対し

て，許容限界の範囲内に留まることを確認する。具体的には，一関東評価

用地震動（鉛直）を用いた場合の応答と基準地震動Ｓｓの応答との比較に

より，基準地震動を用いて評価した施設の耐震安全性に影響を与えないこ

とを確認する。なお，施設の耐震安全性へ影響を与える可能性がある場合

には詳細評価を実施する。影響評価結果については，「Ⅲ－２－３－１－

２－１ 各施設の一関東評価地震動(鉛直)に関する影響確認結果」に示

す。 

一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトルを第 10.1-1 図に，設

計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を第 10.1-2 図に示す。 

「補足説明資料【耐

震建物 13】建物・構

築物周辺の設計用地

下水位の設定につい

て」に示す。 

事業変更許可申請書

において，『基準地

震動 Ss-C4 は，水平

方向の地震動のみで

あることから，水平

方向と鉛直方向の地

震力を組み合わせた

影響評価を行う場合

には，工学的に水平

方向の地震動から設

定した鉛直方向の評

価用地震動（以下

「一関東評価用地震

動（鉛直）」とい

う。）による地震力

を用いる。』として

いることを受け，そ

の方針について記載

した。

・本内容については，

「補足説明資料【耐

震建物 12】一関東評

価用地震動(鉛直)に

対する影響評価につ

いて(建物，屋外機械

基礎）」及び補足説明

資料【耐震建物 25】

竜巻防護対策設備の

一関東評価用地震動

(鉛直)に対する影響

評価について」に示

す。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(73／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1（3）b.(b)動的解析法に記載している内容】 

ロ. 機器・配管系

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手

法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定す

るとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各

種物性値は，適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設

定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代

表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，有限

要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトル

モーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用い

る場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモ

ーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線

を用いる。 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲

線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答を求める。 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当

たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既

往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・

構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴

応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動

特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

また，設備の３次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価

できるモデルを用い，水平２方向及び鉛直方向の応答成分につ

いて適切に組み合わせるものとする。 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応

答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定す

る。 

【記載箇所：3.1.1（4）d.ロ.(イ) Ｓクラスの機器・配管系に

記載している内容】 

ⅱ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容

限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度

に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。 

なお，地震時又は地震後の機器・配管系の動的機能又

は電気的機能要求については，実証試験等により確認さ

れている機能維持加速度等を許容限界とする。 

【記載箇所：3.1.1（4）d. (b) ロ.機器・配管系に記載してい

る内容】 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設の機器・配管系

上記(a)ロ.(イ)ⅱ.を適用する。 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の設計は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力によ

る適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による

応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあ

ることを確認すること(解析による設計)により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを

基本とし，その他の手法を適用する場合は適用性を確認の上適用すること

とする。なお，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる

場合は，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

・応答スペクトルモーダル解析法

・時刻歴応答解析法

・定式化された計算式を用いた解析法

・FEM 等を用いた応力解析法

具体的には機器・配管の申請時に示す。 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震

応答解析により機器・配管系に作用する加速度が振動試験又は解析等によ

り機能が維持できることを確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又

は電気的機能維持確認済加速度)以下，若しくは，静的又は動的解析によ

り求まる地震荷重が許容荷重以下となることを確認する。 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地

震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わす

べき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基本

方針」で示す許容限界内にあることを確認すること（解析によ

る設計）により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法によりＪＥＡＧ４６０１に基

づき実施することを基本とし，その他の手法を適用する場合は

適用性確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法

及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料物性のば

らつき等を適切に考慮する。 

・スペクトルモーダル解析法

・時刻歴応答解析法

・定式化された評価式を用いた解析法

・FEM 等を用いた応力解析

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅴ-2-1-12 配管及び支持構

造物の耐震計算について」，添付書類「Ⅴ-2-1-13 計算書作成の

方法」，添付書類「Ⅴ-２-３～Ⅴ-２-１０」の各申請設備の耐震

計算書及び添付書類「Ⅴ-２-１１ 波及的影響を及ぼすおそれの

ある施設の耐震性についての計算書」に示す。 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につい

ては，地震応答解析により機器に作用する加速度が振動試験又

は解析等により機能が維持できることを確認した加速度（動的

機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度）以

下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容

荷重以下となることを確認する。 

・評価手法の内容に

ついては，後次回

で比較結果を示

す。

• 記載の適正化とし

て，配管系に接続

されている機能維

持要求のある設備

について明記した

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(74／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 

【記載箇所：3.1.1（5）設計における留意事項に記載している

内容】 

d. 一関東評価用地震動（鉛直）

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることか

ら，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行

う場合には，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向

の評価用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」とい

う。）による地震力を用いて，水平方向と鉛直方向の地震力を組

み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内

に留まることを確認する。

これらの水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価につ

いては，「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関

する影響評価方針」に示す。 

一関東評価用地震動（鉛直）を用いた建物・構築物の応答を用いた機

器・配管系の影響評価結果については，申請時に示す。 

制御棒の地震時挿入性については，加振試験結果から挿入機

能に支障を与えない燃料集合体変位と地震応答解析から求めた

燃料集合体変位とを比較することにより評価する。 

具体的な計算手法については，添付書類「Ⅴ－２－３～Ⅴ-２

-１０」の各申請設備の耐震計算書に示す。

これらの水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価については，添付書類「Ⅴ-2-12 水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 発電炉固有の制御

棒の地震時挿入性

についての記載で

あり，新たな論点

が生じるものでは

ない。

影響評価について

は，後次回で比較結

果を示す。

81



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(75／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１  
 【記載箇所：10.1 建物・構築物に記載している内容】 

 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基

に設定した入力地震動に対する構造全体としての変形，並びに地震応答解

析による地震力及び「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切

な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重によ

り発生する局部的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界

内にあることを確認すること(解析による設計)により行う。 

【記載箇所：10.1 建物・構築物に記載している内容】 

なお，建物・構築物のうち洞道の設計については，地盤と構造物の相互

作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法を用いることとし，地盤及び

構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線

形，非線形解析のいずれかにて行う。 

 

 

 

土木構造物の評価手法は，JEAG4601に基づき実施することを基本とす

る。 

 

【記載箇所：10.1 建物・構築物に記載している内容】 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを

基本とする。また，評価に当たっては，材料物性のばらつき等を適切に考

慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM等を用いた応力解析法 

 

【記載箇所：10.1 建物・構築物に記載している内容】 

建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた

影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる

液状化強度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上

で保守性を考慮して設定する。 

 

 

 

 

 

具体的な評価手法は「Ⅲ－２ 加工施設の耐震性に関する計算書」に示

す。 

また，水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価につい

ては，「Ⅲ－２－２ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価結果」に示す。 

 

 

10.3 土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造

物） 

土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）

の評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切

な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重に

よる応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許

容限界内にあることを確認すること（解析による設計）により

行う。 

 

屋外重要土木構造物については，構造物と地盤の相互作用を

考慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地盤及び構造物の

地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価

線形，非線形解析のいずれかにて行う。また，評価に当たって

は，材料物性のばらつきを適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

その他の土木構造物の評価手法は，JEAG4601に基づき実施す

ることを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外重要土木構造物の具体的な評価手法については，添付書類

「Ⅴ-２-２ 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震性につ

いての計算書」及び添付書類「Ⅴ-２-３～Ⅴ-２-１０」の各申

請設備の耐震計算書に示す。また，水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せに関する影響評価については，添付書類「Ⅴ-２-

１２ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

結果」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （7/77)ページにお

ける屋外重要土木

構造物の取り扱い

と同様。 

 

 MOX 燃料加工施設で

は，屋外重要土木

構造物に該当する

施設が無いため記

載しない。 

 MOX 燃料加工施設で

は，地震時の地盤

の有効応力の変化

に応じた影響を考

慮する場合には，

有効応力解析を実

施することを明確

化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設で

は，地震時の地盤

の有効応力の変化

に応じた影響を考

慮する場合には，

有効応力解析を実

施することを明確

化した。 

 

 （5/77）ページに

おける土木構造物

の取り扱いと同

様。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(76／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
10.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の評価は，「4. 

設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基

づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組

合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にある

ことを確認すること（解析による設計）により行う。 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備については，防

潮堤，貯留堰，浸水防止蓋，逆流防止設備，潮位計，津波・構

内監視カメラ等，様々な構造形式がある。このため，これらの

施設・設備の評価は，それぞれの施設・設備に応じ，「10.1 建

物・構築物」，「10.2 機器・配管系」，「10.3 土木構造物（屋外重

要土木構造物及びその他の土木構造物）」に示す手法に準じるこ

ととする。また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関

する影響評価については，添付書類「Ⅴ-２-１２ 水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 事業変更許可申請

書において，敷地

に到達する津波は

ないことを記載し

ているため，当該

事項に係る内容は

記載していない。
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針】(77／77) 
別紙４－１ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

基本設計方針 添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 

第 10.1-1 図 一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトル 

第 10.1-2 図 一関東評価用地震動（鉛直）の加速度時刻歴波形 

・事業変更許可申請書

に合わせた記載とし

た。

0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

50
10

0
20

0
50

0

10
00

20
00

(c
m/s

 )2

0.01

0.1

1
10

(cm)

周  期(秒)

速

度

(cm/s)

一関東評価用地震動(鉛直)

(h=0.05)

0 10 20 30 40
-600
-400
-200

0
200
400
600

時間(s)

加
速

度
(c

m
/
s2

)

360.0

84




